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研
究
論
文乾

隆
南
巡
と
耶
沿
因
寺
貫
休
十
六
羅
漢
図

は
じ
め
に

国
立
故
宮
博
物
院
（
以
下
台
北
故
宮
と
称
す
）
所
蔵
の
丁
観
鵬
模
写
「
貫
休

十
六
応
真
像
」
全
十
六
幅
は
、
消
の
高
宗
弘
暦
(
-
七

―
―
|

―
七
九
九
）
の

題
を
持
ち
、
そ
こ
に
は
乾
隆
一
―
十
二
年
(
-
七
五
七
）
に
帝
が
南
巡
し
た
際
に

見
た
西
湖
聖
囚
寺
蔵
の
唐
貰
休
箪
「
十
六
応
真
像
」
（
以
下
聖
因
寺
本
と
称
す
）

を
模
写
し
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
の
他
に
台
北
故
宮
に
は
、
「
明
呉
彬
画

羅
漢
」

十
六
幅、
「清
畢
況
書
御
製
十
六
羅
漢
賛
」
冊
、
「
清
乾
隆
十
六
応
真
墨
」
、

「清
玉
羅
漢
山
子
」
、
「
清
乾
隆
青
金
石
羅
漢
山
子
」
な
ど
の
作
品
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
絵
画
、
織
繍
、
墨
彫
、
玉
彫
な
ど
多
岐
に
渡
る
が
、
い

ず
れ
に
も
表
さ
れ
る
羅
漢
の
構
図
は
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で

あ
る
。
関
連
資
料
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
間
の
関
係
性
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

関
連
資
料
を
探
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
乾
隆
帝
の
西
湖
南
巡
と
深

い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
た
め
、
以
下
乾
隆
帝
南
巡
と
西
湖
聖
因

陳

階

晋

寺
と
の
繋
が
り
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
更
に

一
歩
進
め
て
聖
囚
寺

本
の
乾
隆
帝
の
前
へ
の
出
現
は

一
体
帝
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、

ま
た
聖
因
寺
本
は
如
何
に
し
て
乾
隆
期
の
典
型
的
な
底
本
と
な
り
、
皇
帝
の

命
の
も
と
そ
れ
が
エ
匠
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
論

及
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
最
後
に
か
く
も
多
様
な
基
底
材
に
よ
る
各
種
の
作

品
制
作
に
お
い
て
こ
の
主
題
が
重
ね
て
使
わ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
乾
隆
帝
が

隠
し
持
た
せ
た
政
治
的
な
意
図
、
象
徴
的
な
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。聖

囚
寺
本
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
李
玉
眠
氏
が

「
明
末
羅
漢
画
中
的
貰
休

伝
統
及
其
影
評
」
に
お
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
論
考
は

貰
休
の
羅
漢
画
の
伝
統
及
び
版
本
の
変
遷
、
そ
し
て
聖
因
寺
本
の
図
像
源
泉

に
対
し
て
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
聖
因
寺
本
羅
漢
像
と
乾
隆
帝
の
関
係
に
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
が
追
及
し
よ
う
と
す
る
乾
隆
期
の
文
物
製
作
と

政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
頼
簸
芝

「文
化
遺
産
再
造
ー

乾
隆
皇
帝
対
於
南
薫
殿
図
像
的
整
理
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
こ
で
は
乾
隆
帝
が
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南
蕉
殿
の
歴
代
帝
王
及
び
聖
賢
像
の
収
集
に
よ
っ
て
、
満
州
族
内
に
と
ど
ま
ら

ず
、
漢
文
化
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
地
位
確
立
に
対
す
る
意
識
を
強
調
し
て
い

で

2
)

た
と
分
析
し
て
い
る
。
侯
恰
利
氏
も
、
そ
の
論
考
扁
主
主
明
君
的
形
塑
与
文
物

的
再
詮
釈
ー
論
乾
隆
重
刻
石
鼓
」
に
お
い
て
乾
隆
帝
が
石
鼓
文
の
重
刻
に
よ
っ

て
道
統
の
権
威
を
喧
伝
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
だ
け
で
な
く
、

文
物
製
作
に
賦
与
さ
れ
る
時
代
的
意
義
が
石
鼓
文
の
重
刻
と
い
う
行
為
に
反
映

で

3
)

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
乾
隆

帝
と
聖
因
寺
本
及
び
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
行
わ
れ
た
各
種
の
文
物
製
作
に
み
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
時
代
的
意
義
と
政
治
の
意
図
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
が
、

こ
れ

は
王
に
頼
、
侯
両
氏
の
観
点
に
影
孵
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
康
無

{4
)
 

為
「
帝
王
品
味
ー
乾
隆
朝
的
宏
偉
品
味
与
異
国
奇
珍
」
や
張
麗
端
「
従

『玉
厄
j

(
-3
)
 

論
清
乾
隆
中
晩
期
盛
行
的
玉
器
類
型
与
帝
王
品
味
」
は
い
ず
れ
も
乾
隆
帝
の
文

物
趣
味
が
齋
し
た
影
孵
に
論
及
し
て
お
り
、
陳
捷
先
「
略
論
乾
隆
朝
的
文
化
政

餓
」
は
乾
隆
朝
の
文
化
政
策
は
政
治
、
実
務
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

(6
)
 

る
。
以
上
の
研
究
は
み
な
本
稿
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
乾
隆
帝
が
創
り
上
げ
た
聖

因
寺
羅
漢
の
「
形
象
」
に
関
す
る
考
察
の
論
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
既
に
様
々
な
角
度
か
ら
乾
隆
帝
の
文
物
製
作
に
対
す
る
影
響

に
つ
い
て
の
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
と
り
わ
け
乾
隆
帝

が
西
湖
南
巡
の
際
に
目
に
し
た
聖
因
寺
本
を
中
心
と
し
て
、
関
連
す
る
史
料
、

書
画
の
題
賛
、
御
製
詩
文
集
及
び
各
種
の
文
物
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
分
析
し
、

乾
隆
帝
に
よ
る
聖
因
寺
羅
漠
複
製
の
経
緯
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
乾
隆
期
の
文

物
製
作
に
関
し
て
新
た
な
観
点
の
提
供
を
期
す
も
の
で
あ
る
。

一
、
乾
隆
帝
南
巡
時
に
留
ま
る
と
こ
ろ
の
聖
因
行
宮
と
聖
因
寺
本

（
一
）
聖
因
行
宮

(
7
)
 

乾
隆
帝
は

一
七
三
六
年
に
即
位
し
て
か
ら
後
、
六
度
の
南
巡
を
行

っ
て
お
り
、

そ
の
度
に
杭
州
西
湖
を
訪
れ
て
い
る
。
初
め
に
帝
が
南
巡
し
た
の
は
乾
隆
十
六

年

(
-
七
五

一
）
三
月

一
日
か
ら
の
十
二
日
間
で
あ
り
、
こ
の
時
、
西
湖
の
聖

(
8
)
 

因
行
宮
に
留
ま

っ
て

い
る
。
聖
因
行
宮
は
即
ち
聖
因
寺
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

は
ま
た
西
湖
行
宮
と
も
称
さ
れ
、
杭
州
西
湖
北
面
の
孤
山
の
南
麗
に
位
置
し
て

い
た
。
元
は
康
熙
帝
南
巡
の
行
宮
で
あ
り
、
薙
正
年
間
に
聖
因
寺
と
改
め
ら
れ
、

乾
隆
十
六
年
に
乾
隆
帝
の
初
の
南
巡
に
際
し
て
、

当
地
の
臣
民
が
寺
の
境
内
を

分
け
て
、
そ
こ
に
行
宮

（行
在
所
）
を
建
て
た
の
で
あ
る
。
帝
は
、
そ
の
後
の

南
巡
、
そ
し
て
西
湖
に
遊
ぶ
際
に
は
常
に
聖
因
行
宮
に
留
ま

っ
て
お
り
、

総
計

(9
)
 

六
回
の
南
巡
の
間
に
、
西
湖
行
宮
八
景
賦
詩
を
五
度
ま
で
も
詠
じ
て
お
り
、

足

下
に
見
え
る
彼
の
地
の
湖
山
風
光
に
傾
倒
し
て
い
る
。
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ま
た
、

『西
湖
志
纂
」
で
は
聖
因
寺
に
関
し
て
「
適
当
孤
山
正
中
，

実
撹
全

(10
}
 

湖
之
勝
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
孤
山
は
西
湖
北
面
に
あ
り
、
西
湖
の
景
色
を
見

渡
す
に
適
し
た
地
で
あ
る
。
聖
因
寺
は
こ
の
孤
山
の
中
心
に
建
て
ら
れ
、

そ
こ

か
ら
は
西
湖
の
美
景
を
遍
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
良
い
立
地
条

件
を
備
え
た
聖
因
寺
は
康
熙
帝
、
乾
隆
帝
が
南
巡
し
、
西
湖
に
至
っ
た
際
に
は、

必
ず
行
在
所
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
『
石
渠
宝
笈

静
明
園
寄
託
の
御
箪
「
西
湖
行
宮
八
景
詩
」

の
著
録
に
よ
る
と
、

一
巻
に
は
、
乾
隆
御
箪
「
西
湖
行

続
編
』

宮
八
景
詩
」
（乾
隆
十
八
年
）
が
書
か
れ、

そ
れ
に
続
け
て
癒
邦
達
の

「
行
宮

八
景
図
」
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
詩
が
書
か
れ
、

後
に
絵
を
描
き
一

巻
と

し
て
装
丁
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
乾
隆
帝
が
詩
に
よ

っ
て
西
湖
の
美



を
描
写
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
絵
画
を
用
い
て
そ
の
風
光
明
媚
な
様
子
を
記

録
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

『清
朝
通
志
』
「
金
石
略
」
の
記
載
か
ら

は
、
乾
隆
帝
は
南
巡
し
、
西
湖
に
至
っ
た
際
に
、
常
に
御
書
御
製
の
詩
を
当
地

の
石
の
上
に
彫
ら
せ
、
そ
の
詩
の
中
に
は
、
「
御
製
聖
因
行
宮
即
景
詩
乾
隆
十
六年

七
甘
律
二
首
倶

g」
や
行
宮
八
景
詩
が
あ
り
、
先
述
の
五
度
の
南
巡
の
際
に
詠
ま
れ

612
)
 

た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
文
字
も
ま
た
帝
の
西
湖
に
遊
ん
だ
際
の
様
子
を
語

り
、
そ
の
史
料
か
ら
乾
隆
帝
が
西
湖
を
遊
歴
し
て
停
留
し
た
聖
因
行
宮
は
、
記

録
し
、
複
製
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の

一
っ
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
聖
因
寺
本

『
起
居
注
j

中
の
記
載
に
よ
る
と
、
帝
は
乾
隆
十
六
年
の
初
の
南
巡
以
来
、

南
巡
す
る
度
に
西
湖
聖
因
行
宮
に
立
ち
寄
り
、
数
8
間
停
留
し
て
い
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
―
つ
の
要
因
と
し
て
西
湖
の
美
麗
な
山
水
が
帝
の

心
を
動
か
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
聖
因
寺
が
仏
寺
と
変

わ
っ
て
か
ら
後
、
こ
こ
で
「
聖
祖
神
（
康
熙
帝
）
御
龍
碑
」
を
祀
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
帝
は
聖
因
寺
に
到
っ
て
碑
を
礼
拝
す
る

こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西
湖
は
南
巡
時
の
行
程
の
中
に
欠
か
せ
な
い
存

在
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
乾
隆
―-+―一
年

(
-
七
五
七
）

(g
 

春
の
二
度
目
の
南
巡
で
西
湖
行
宮
に
留
ま
り
、
聖
因
寺
に
お
い
て
焼
香
礼
拝
し

た
際
に
、
帝
は
こ
の
寺
院
所
蔵
の
「
貰
休
十
六
応
真
像
」
（
聖
因
寺
本
）
を
見

(M
)
 

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

応
真
は
ま
た
羅
漢
と
称
さ
れ
、
梵
語
A
r
h
a
t
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
音
写

は
阿
羅
漢
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
陀
の
得
道
し
た
弟
子
を
証
す
る
最
高
の
果
位
で

あ
り
、
応
真
は
そ
の
旧
約
で
あ
る
。
応
真
は
堪
受
に
当
た
る
べ
し
と
の
意
が
あ

り
、
そ
れ
は
供
養
、
礼
拝
、

尊
敬
を
受
け
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
羅
漢
の
信
仰
が
中
国
で
広
く
伝
わ
っ
て
既
に
久
し
く
、
貰
休
と
十
六
羅

漢
像
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
仏
教
絵
画
史
に
お
い
て
詳
細
な
研
究
が
為
さ
れ
て

(15
)
 

い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。

諸
学
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
伝
わ
る
羅
漢
像
は
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
―
つ
は

「宣
和
画
譜
』

の
記
す
と
こ
ろ
の
張
玄

（活

動
時
期

i

八
九

O
I
九一
―1
0
)
の
「
世
相
之
相
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ

(16
)
 

れ
は
描
か
れ
る

一
般
的
な
裔
僧
の
人
間
の
姿
を
す
る
。
そ
し
て
も
う

―
つ
は
、

「益
州
名
画
録
j

が
述
べ
る
唐
末
貰
休
の
「
胡
貌
梵
相
」
で
あ
り
、
五
官
に
デ
フ

ォ

(17
)
 

ル
メ
を
加
え
、
奇
怪
な
風
貌
を
す
る
羅
漢
像
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
羅

漢
像
は
後
者
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

聖
因
寺
本
の
流
伝
に
つ
い
て
は
、
属
顎

(
-
六
九
ニ
ー

一
七
五
二
）
撰
述
の

の
「
貫
休
十
六
羅
漢
始
末
」
条
に
、

- 71-

『東
城
雑
記
』

城
東
長
明
寺
向
蔵
有
唐
高
僧
貰
休
画
羅
漢
十
六
帖
，
井
出
山
大
士
像

一
帖
。

（中
略
）
世
宗
皇
帝
初
年
，
勅
改
西
湖
行
殿
為
聖
因
寺
。
制
府
李
敏
達
公
衛
，

-18
)
 

請
至
聖
囚
．
永
充
供
養
。

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
腐
鶉
は
杭
州
の
人
で
、

（一

七
二
八
）
の
序
が
あ
り
、
こ
の
記
録
の
時
期
と
書
物
の
成
立
時
期
は
相
近

い
。
こ
の
記
載
に
よ
る
と
、

聖
因
寺
本
は
、
も
と
杭
州
城
東
の
長
明
寺
に
所
蔵

さ
れ
て
お
り
、
薙
正
五
年
に
西
湖
行
宮
が
聖
因
寺
と
な
っ
た
際
に
、
時
の
浙
江

総
督

（制
府
）
李
衛

(
-
六
八
七
—

一
七
三
八
）
が
当
本
を
長
明
寺
か
ら
聖
因

こ
の
書
物
に
は
薙
正
六
年



寺
に
移
す
こ
と
を
請
い
、
こ
こ
に
聖
因
寺
に
永
く
供
養
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い

う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

薙
正
五
年
以
後
、
聖
因
寺
本
は
聖
囚
寺
に
寄
託
さ
れ
、
「
乾
隆
丁
丑
仲
春
，

(19) 

南
巡
駐
西
湖
行
宮
，
詣
寺
聰
礼
，
囚
一
展
観
，
信
奇
箪
也
。
」
、

即
ち
乾
隆

二
十
二
年
の
第
二
次
南
巡
の
際
に
帝
が
当
本
を
覧
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
『
活
計
梢
』
「
乾
隆
二
十
二
年
六
月
行
文
」
に
は
聖
因
寺
本
に
つ
い
て
、

六
月
十
八
日
郎
中
白
世
秀
員
、
外
郎
金
輝
来
説
，
太
監
胡
世
傑
交
羅
漢

十
六
軸
随
楠
雁
四
雁
，
紫
檀
木
置
蓋
厘

一
件
，
伝
旨
著
交
安
寧
家
人
包
裏

妥
協
，
送
往
杭
州
交
瑞
保
到
聖
因
寺
面
交
本
寺
和
尚
，
敬
謹
供
奉
，
欽
此
。

(20) 

於
本
月
二
十
日
，
将
羅
漢
十
六
軸
随
雁
匝
交
安
寧
家
人
蘇
赫
送
去
詑
。

と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
第

二
次
南
巡
か
ら
北
京
に
戻
る
際
に

（
一
七
五
七
年
四
月
二
十
六
日
）
、
帝
に
従
っ
て
聖
因
寺
本
も
北
京
宮
中
に
送
ら

れ
、
そ
の
箱
を
新
装
し
た
後
に
同
年
六
月
一―
十
B
に
命
に
よ
っ
て
聖
因
寺
に
戻

さ
れ
た
と
い
う
。
作
品
が
内
府
に
置
か
れ
た
の
は
ニ
カ
月
程
で
あ
る
。

た
だ
し
、
実
の
と
こ
ろ
乾
隆
帝
が
聖
因
寺
本
を
見
た
の
は
こ
の
時
が
初
め
て

と
は
思
わ
れ
な
い
。
『
秘
殿
珠
林

続
編
』
に
よ
る
と
、
乾
清
宮
に
は
嘗
て

「
唐

人
画
十
六
応
真
」
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
も
と
袈
日
修
(
-
七

―
ニ
ー

一
七
七
三
）
に
収
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
後
に
内
府
に
献
上
さ
れ
、

の
次
の
よ
う
な
題
記
が
記
さ
れ
て

絵
に
は
袈
氏
の
乾
隆
十
七
年
(
-
七
五
二
）

い
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、

唐
画
世
不
多
開
。
乾
隆
甲
子
，
修
蒙
恩
入
直
巌
，
始
獲
見
数
種
。
己
巳
有

奉
使
南
鎖
之
命
，
道
出
武
林
西
湖
聖
因
寺
，
又
得
観
貰
休
羅
漢
十
六
軸
。

辛
未，

寺
僧
大
恒
讃
祝
聖
母
皇
太
后
万
寿
来
京
師
．
遂
持
以
献
．

皇
上
謂

仏
刹
旧
物
．
応
掃
名
山
，
初
以
還
之
；
修
既
喜
此
段
是
絵
事
家
佳
話
．
亦

G21
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可
添
仏
門

一
重
公
案
。

と
あ
る
。
乾
隆
十
六
年

（辛
未
、

一
七
五

一）

に
当
時
聖
因
寺
住
持
で
あ

っ
た

(22) 

釈
明
中

(
-
七
―
-
|

―
七
六
八
）
が
聖
因
寺
本
を
携
え
て
京
師
に
到
り
、

聖

母
皇
太
后
の
還
暦
を
祝
し
て
そ
れ
を
献
上
し
た
い
と
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、

聖
因
寺
本
は
名
山
仏
刹
に
帰
す
べ
き
だ
と
帝
が
判
断
し
た
た
め
、

原

蔵
地
の
聖
因
寺
に
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
皇
太
后
の
生
誕

B
は
十

一
月

二
十
五
日
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
よ
り
も
数
力
月
早
く
帝
は
皇
太
后
と
共
に
初
の

南
巡
を
し
、

三
月

一
日
か
ら
十
三
日
に
聖
因
行
宮
に
留
ま
っ
て
い
る
事
実
が
判
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明
す
る
。
そ
の
た
め
、
或
い
は
こ
の
第

一
回
の
南
巡
の
際
に
聖
因
寺
本
は
既
に

帝
の
目
に
触
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
釈
明
中
の
上
述
の
挙
動
に
繋
が

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
聖
因
寺
本
が
乾
隆
帝
の
第

一
次
及
び
第
二
次
南
巡
の
後
の

二
度
北
京
内
府
に
送
ら
れ
る
も
、
帝
の
意
志
は
固
く
、
い
ず
れ
の
時
も
十
六
羅

漢
を
寺
に
返
し
、
そ
れ
が
永
く
寺
に
伝
世
す
る
宝
物
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、

二
度
H
に
北
京
に
送
ら
れ
、

お
よ

そ
ニ
カ
月
足
ら
ず
の
間
、
宮
中
に
置
か
れ
た
そ
の
年
に
帝
は
聖
因
寺
本
に

つ
い

て
考
訂
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
杭
州
孔
廟
に
現
存
す
る
聖
因
寺
本
か
ら

写
さ
れ
た
「
十
六
羅
漢
刻
石
」
に
は
乾
隆
帝
の
題
識
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

唐
貰
休
画
十
六
応
真
像
，
見
宜
和
画
譜
，
自
広
明
至
今
垂
千
年
．
流
伝
浙



中
，
供
蔵
於
塘
聖
因
寺
。
乾
隆
丁
丑
仲
春
，
南
巡
駐
西
湖
行
宮
，
詣
寺
晩
礼
，

囚
一
展
観
，
信
奇
箪
也
。
第
尊
者
名
号
，
沿
訳
経
之
旧
．
未
合
梵
央
本
音
，

其
名
次
前
後
亦
与
章
嘉
国
師
拠
梵
経
所
定
互
異
。
妥
以
今
定
『
同
文
韻
統
』

合
音
字
位
次
注
子
原
署
標
識
之
下
，
各
題
以
賛
，
重
為
書
簸
，
初
帰
寺
中

伝
世
永
宝
。
夫
四
大
本
無
，
画
子
何
有
，
初
斤
斤
於
名
相
文
字
之
別
，
得

(23
)
 

御
識
。

母
為
諸
善
者
詞
耶

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
帝
は
聖
因
寺
本
の
十
六
羅
漢
名
が
旧
約
に
従
っ
て
お
り
、

梵
語
の
原
音
に
符
号
せ
ず
、
ま
た
羅
漢
の
配
列
順
も
章
嘉
国
師
(
-
七
一
七
ー

(24) 

一
七
八
六
）
が
梵
文
経
典
を
根
拠
と
し
て
示
し
た
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と

を
認
め
、
こ
こ
に
新
編
『
欽
定
同
文
韻
統
』
中
の
音
の
合
致
す
る
字
を
拾
っ
て
、

十
六
羅
漢
の
順
序
、
名
称
を
改
め
、
画
幅
に
題
賛
を
記
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
乾
隆
朝
に
お
け
る
新
羅
漢
図
像
典
型
の
確
立
ー
聖
因
寺
本

(
-
）
羅
漢
に
関
す
る
考
訂
と
丁
観
鵬
筆
「
十
六
応
真
像
」

前
章
で
見
た
題
識
が
示
す
通
り
、
乾
隆
は
聖
囚
寺
本
の
像
の
順
番
と
図

像
名
を
考
訂
し
、
題
賛
を
記
し
た
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
当
作
品
に
大
い
に
興

味
を
そ
そ
ら
れ
、
そ
れ
の
考
証
に
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
の
所
以
は
乾
隆
二
年

の
第
二
次
南
巡
に
お
い
て
聖
因
寺
本
を
見
る
以
前
に
、
羅
漢
に

（
一
七
五
七
）

関
す
る
問
題
に
対
し
て
考
訂
を
加
え
、
そ
の
独
自
の
見
解
を
展
開
さ
せ
て
い
る

こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
態
度
は
、

「御
製
文
集

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

初
集
j

中
の

「
十
六
羅
漢
賛
」
の
識
語
に
見

,., 

十
六
羅
漢
之
名
，
見
於
梵
経
納
納
達
苔
剛
伝
及
法
住
記
。
俗
所
称
十
八
者
，

不
見
梵
典
。
沓
之
章
嘉
国
師
云
；
四
域
但
有
十
六
之
号
，
而
無
十
八
。
若
増

以
第
十
七
暖
沙
雅
巴
逹
剛
瑣
伏
虎
尊
者
，
第
十
八
納
納
苔
密
苓
界
合
劇
降
龍
諄

者
，
則
正
符
今
之
所
謂
十
八
也
。
宋
蘇
拭
十
六
羅
漢
賛
，
不
載
其
名
。
復
有

十
八
羅
漢
賛
．
備
書
梵
号
，
其
前
十
六
人
与
法
住
記
合
，
而
後
―
一人，

一
曰

慶
友
，
即
所
謂
難
提
蜜
多
羅
．
為
諸
芯
眺
説
十
六
大
阿
羅
漢
住
処
者
・
'
-
日

賓
頭
慮
，
即
賓
度
慮
践
羅
堕
闊
，
実
乃

一
人
重
出
，
良
由
此
．
土
僧
伽
未
能

深
通
貝
笑
，
展
転
伝
訛
。
博
弁
如
賦
，
亦
不
免
囚
人
致
誤
耳
。
夫
神
通
顕
示，

多
至
五
百
若
八
百
，
乃
至
九
十
九
万
億
，
笑
事
十
六
十
八
之
斤
斤
哉
。
顧
仏

薄
伽
梵
般
涅
槃
時
．
以
無
上
法
付
嘱
十
六
阿
羅
漢
，
令
其
護
持
，
自
当
以

十
六
為
正
。
前
人
画
羅
漢
相
，
如
張
僧
絲
、
慮
拐
伽
二
人
皆
止
十
六
，
斯
亦

一
証
也
。
サ絃
命
丁
観
鵬
写
十
六
応
真
，
像
成
，
朕
各
為
之
賛
，
而
応
真
法
号

一
正
以
章
嘉
国
師
所
定
同
文
韻
統
合
音
字
，
井
系
唐
古
式
梵
字
於
前
，
有
学

(25) 

無
学
，
人
可
共
証
之
云。
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こ
こ
で
、
乾
隆
帝
は
梵
経
の

『納
納
達
答
嘲
伝
』
、
「法
住
記
』
及
び
章
嘉
国
師

の
説
く
と
こ
ろ
を
援
用
し
て
、
羅
漢
の
数
は
十
六
で
あ
り
、
俗
に
言
う
と
こ
ろ

の
十
八
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
蘇
拭
「
十
八
羅
漢
賛
」
に
見
ら
れ
る

第
一
尊
者
か
ら
第
十
六
尊
者
ま
で
の
名
称
は
『
法
住
記
』
が
記
す
と
こ
ろ
と
合

致
す
る
が
、
第
十
七
、
第
十
八
尊
者
は
異
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち

の
一
は
慶
友
と
あ
り
、
こ
れ
は

『法
住
記
』
の
作
者
の
こ
と
で
あ
り
、
残
り
の

一
は
羅
漢
賓
頭
慮
と
あ
り
、
こ
れ
は

『法
住
記
」
で
第
一
羅
漢
と
す
る
賓
度
慮

祓
羅
堕
闇
と
重
複
す
る
た
め
、
十
六
羅
漠
に
加
え
た
二
尊
は
存
在
し
な
い
と
指

摘
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
乾
隆
は
蘇
戟
の
十
八
羅
漢
説
は
誤
伝
に
よ
る
過



元
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ち
で
あ
り
、
ま
た
『
法
住
記
』
中
の
「
仏
薄
伽
梵
般
涅
槃
時
，
以
無
上
法
付
嘱

十
六
阿
羅
漢
，
令
其
護
持
」
と
い
う
箇
所
を
引
い
て
、
羅
漢
の
数
は
十
六
の
正

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
つ
、
唐
代
張
僧
絲
と
慮
榜
伽
が
描
く
と
こ
ろ
の

羅
漢
像
は
全
て
十
六
で
あ
り
、
以
上
に
よ
っ
て
羅
漢
の
数
は
十
六
で
あ
る
と
定

め
る
に
至
る
。

T
観
鵬
(
?
|

―
七
七
一
）

は
命
に
よ
っ
て
「
十
六
応
真
像
」

全
十
六
幅
（
図
1
、
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
以
上

の
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
画
が
完
成
し
た
後
、
帝
は
と
り
わ
け
て
「
十
六
羅
漢
賛
」

を
書
し
て
お
り
、
ま
た
章
嘉
国
師
に
命
じ
て

『
欽
定
同
文
韻
統
』
に
よ
っ
て
音

の
符
合
す
る
漢
字
を
用
い
て
十
六
羅
漢
の
名
を
定
め
さ
せ
、
こ
の
画
幅
に
羅
漠

の
名
が
「
唐
古
式
梵
字
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
識
語
か
ら
は
博
学
か
つ
思
慮
深
い
と
い
う
帝
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
め

よ
う
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
彼
は
、
梵
漢
の
歴
代
の

経
典
に
詳
し
い
だ
け
で
な
く
、
仏
学
と
言
語
学
に
も
精
通
し
て
い
る
章
嘉
国
師

を
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
自
ら
が
梵
、
漢
、
蔵
（
チ
ベ
ッ
ト
）

の
仏
学
を
取
り
ま

と
め
る
地
位
に
あ
る
こ
と
を
顕
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
麻
軟
の
十
八
羅

漢
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
羅
漢
の
数
に
関
す
る
問
題
に

言
及
し
、
「
博
弁
如
試
，
亦
不
免
因
人
致
誤
耳
。
」
と
い
う
語
を
残
し
て
い
る
。

現
存
す
る
丁
観
鵬
筆
「
十
六
応
真
像
」
の
最
後
の
一
幅
、
即
ち
第
十
六
羅
漢
の

真
上
に
は
「
唐
古
式
梵
字
」
の
羅
漢
名
と
そ
れ
を
漢
字
で
音
写
し
た
羅
漢
名
を

書
き
並
べ
、
更
に
乾
隆
帝
の
賛
文
、
跛
文
を
書
く
が
、
跛
文
と
款
か
ら
こ
の
原

画
は
「
乾
隆
丙
子
冬
十
月
臣
注
由
敦
奉
救
敬
書
」
の
も
の
、
即
ち
乾
隆
―
-
+
-

(27) 

年

(
-
七
五
六
）
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
羅
漢

像
の
上
に
「
唐
古
式
梵
字
」
に
よ
る
羅
漢
名
、
音
写
の
漢
字
に
よ
る
羅
漢
名
を

並
べ
、
そ
し
て
乾
隆
帝
の
賛
文
を
書
す
こ
と
は
、
乾
隆
朝
の
羅
漠
像
に
お
い
て

ヽ

典
型
的
な
方
法
と
な
る
。
ま
た
、
乾
隆
は
羅
漢
の
数
が
十
六
で
あ
る
か
十
八
で

あ
る
か
と
い
う
宋
代
以
降
の
議
論
に
決
着
を
つ
け
た
が
、
そ
の
こ
と
は
図
像
の

制
作
の
上
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
丁
観
鵬
筆
「
十
六
応
真
像
」
は
ま
さ
に
乾
隆

帝
の
羅
漢
の
数
及
び
名
称
に
対
す
る
考
訂
の
結
果
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え

，召（二）

『欽
定
同
文
韻
統
j

の
実
践
ー
「
阿
哩
喝
哩
字
」
羅
漢
名
称
と
図
像

乾
隆
帝
の
羅
漢
に
対
し
て
の
考
訂
は
、
実
際
に
は
彼
の
勅
編
に
な
る

「欽
定

同
文
韻
統
」
（
乾
隆
十
五
年
[
-
七
五

O
]
）
と
関
係
す
る
。
こ
の
書
の
序
文
で
は
、

梵
語
と
漢
語
の
音
韻
は
明
ら
か
に
異
な
る
た
め
、
切
韻
法
に
よ
っ
て
梵
音
を
類

推
す
る
こ
と
は
で
き
得
な
く
、
そ
の
た
め
多
く
の
梵
語
の
音
韻
の
伝
わ
り
よ
う

が
な
く
、
更
に
相
当
の
混
乱
も
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
帝
は
、
古

代
仏
典
の
閲
覧
の
際
に
、
梵
語
と
漢
語
が
入
り
乱
れ
て
い
る
と
す
る
。
兜
語
に
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お
い
て
は
常
に
イ
ン
ド
の
音
で
表
さ
れ
て
訳
さ
れ
ず
、
こ
の
た
め
に
そ
の
真
諦

を
伝
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
般
の
僧
侶
は
読
経
の
際
に
必
ず
し
も
梵

音
を
用
い
な
い
た
め
、
そ
の
方
法
で
は
訳
を
施
さ
れ
て
な
い
叩
几
語
の
原
意
を
表

す
こ
と
は
敵
わ
な
い
と
述
べ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
乾
隆
は
兜
語
を
唱
え
る
際

に
は
梵
音
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
訳
さ
れ
て
な
い
児
語
の
本
意
に

{28) 

沿
う
は
ず
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
『
欽
定
同
文
韻
統
』
は
こ
の
よ
う
な

言
葉
に
対
応
或
い
は
近
い
音
を
検
索
し
、
仏
典
中
の
梵
文
を
音
読
み
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
蔵
、
満
、
漢
の
三
種
の
言
語
に
よ
る
梵
文
発
音
を
整
理
す
れ

ば
、
梵
文
児
語
を
誦
す
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
梵
文
原
音
に
近
い
音
を
持

つ

言
葉
を
拾
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
発
音
シ
ス
テ
ム
が
即
ち
「
阿
哩
喝
哩

(29
)
 

字
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
欽
定
同
文
韻
統
』

が
編
纂



さ
れ
た
。
こ
の
編
簗
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
音
写
に
よ
っ
て
経
典
の
誤
謬

を
正
し
、
梵
文
の
奥
妙
を
探
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
「
阿
哩
喝
哩
」
の
大
規
模
な
適
用
は
乾
隆
二
十
三
年
か
ら

三
十
八
年
の
編
著
に
な
る

「御
製
満
漢
蒙
古
西
番
合
璧
大
蔵
全
兜
』
に
お
い
て

(30
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で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
乾
隆
二
十
一
年
(
-
七
五
六
）

の
仏
典
中
に
も
と
も
と
記
さ
れ
て
い
た
羅
漢
名
の
考
訂
は
、
「
阿
哩
喝
哩
字
」

適
用
の
先
駆
け
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
丁
観
鵬
箪

「
十
六
応
真
像
」
の
上
方
の
「
唐
古
式
字
」
に
よ
る
羅
漢
名
、
並
び
に

「
阿
哩

喝
哩
字
」
に
よ
る
羅
漢
の
順
と
名
称
の
考
訂
は
正
に

「同
文
韻
統
』
の
「
阿
哩

喝
哩
字
」
の
実
際
の
利
用
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
正
確
に
十
六

羅
漢
の
名
称
を
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
の
意
識
に
則
し
て

言
え
ば
、
主
理
蔵
伝
仏
教
事
務
に
携
わ
っ
て
い
た
章
嘉
国
師
と
共
に
主
導
し
た

『同
文
韻
統
』
の
編
絲
、
そ
し
て
仏
典
中
の
羅
漢
の
順
序
と
名
称
の
考
訂
は
単

に
帝
の
学
問
的
な
典
味
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
権
威
を
強
め
、

宗
教
経
典
解
釈
の
主
導
的
な
地
位
に
帝
が
あ
る
こ
と
を
喧
伝
す
る
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
「
同
文
韻
統
j

中
で
梵
音
を
蔵
、
満
、
漢
の
各
言
語
中
に
探

る
こ
と
と
同
じ
く
、
新
た
に
作
り
上
げ
た
発
音
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
阿
哩
喝
哩

字」

を
用
い
て
、
羅
漢
像
の
上
に
そ
れ
を
害
写
す
る
こ
と
で
、
自
ら
が
蔵
、
満
、

漢
の
各
宗
教
の
権
威
た
る
こ
と
を
巧
妙
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
題
識
に

は
、
羅
漢
の
十
六
尊
或
い
は
十
八
蒻
と
い
う
数
の
確
定
、
配
列
順
、
名
称
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
乾
隆
帝
の
仏
典
に
対
す
る
認
識
と
解
釈
の
明

示
、
音
韻
上
の
本
源
を
探
る
必
要
性
の
主
張
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は

『欽
定
同
文

韻
統
」
の
編
梨
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の

実
用
化
を
更
に
一
歩
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

の
丁
観
鵬
箪
の
十
六
羅
漢
像
は
、
様

式
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
「
世
間
之
態
」
の
羅
漢
で
あ
る
が
、
同
年
に
乾
隆
が

十
六
と
い
う
数
と
配
列
順
、
名
称
を
確
定
し
た
後
に
成

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
具
体
的
に
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
作
品
と

「阿
哩
喝
哩

字
」
に
よ
っ
て
改
め
て
定
め
ら
れ
た
羅
漢
名
の
組
み
合
わ
せ
は
、
即
ち
乾
隆
帝

以
上
、
乾
隆
二
十
一
年

(-
七
五
六
）

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
新
た
な
羅
漢
系
譜
を
打
ち
出
す
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
乾
隆
新
羅
漢
系
譜
の
代
表
た
る
聖
因
寺
本

乾
隆
十
六
年
の
初
の
南
巡
の
際
に
乾
隆
は
既
に
聖
因
寺
本
を
目
に
し
た
可
能

性
は
あ
る
が
、

二
十
一
年
(
-
七
五
六
）
の
羅
漢
の
考
訂
並
び
に
丁
観
鵬
箪
の

「
世
間
之
態
」
様
式
の
「
十
六
応
真
」
に
よ
っ
て
新
羅
漢
系
譜
が
確
立
さ
れ
た
後
、

の
第
二
次
南
巡
時
に
は
乾
隆
は
例
に

間
も
な
く
し
て
二
十
二
年
(
-
七
五
七
）

よ
っ
て
聖
因
寺
に
参
拝
し
、
再
び
聖
因
寺
本
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

新
編
k

欽
定
同
文
韻
統
」
を
参
考
に
十
六
羅
漢
の
順
序
、
名
称
、
題
賛
を
聖
因

寺
本
の
画
幅
上
に
書
き
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
以
後
、
聖
因
寺
本
は
丁
観
鵬
本
に

取
っ
て
代
わ
り
、
乾
隆
新
羅
漢
系
譜
を
代
表
す
る
作
品
と
な
る
の
で
あ
る
。

聖
因
寺
本
が
乾
隆
帝
に
と
っ
て
の
新
羅
漢
系
譜
の
代
表
と
な
っ
た
こ
と
は
、

主
に
貰
休
の
羅
漢
像

（所
謂

「禅
月
様
」
）
は
歴
代
の
羅
漢
画
中
で
最
も
名
が

知
れ
渡
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
古
魯
画
収
蔵
に
心
血
を
注
い
だ
乾
隆
が
過
去

に
文
字
の
記
録
の
み
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
貫
休
の
十
六
羅
漢
画
を
見
た
時
の

喜
び
よ
う
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
も
う
―
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の

十
六
羅
漢
が
「
胡
貌
梵
像
」
の
羅
漢
像
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統

的
な

「
世
間
之
態
」
に
よ
る
羅
漢
と
は
大
い
に
趣
向
が
異
な
っ
て
お
り
、
か

つ

著
録
中
の
貰
休
様
式
と
符
合
し
、
珍
奇
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
重
要
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な
こ
と
は
、
乾
隆
帝
が

一
年
前
に
羅
漢
の
数
(
+
六
）
と
配
列
順
、
名
称
を
認

定
し
た
ば
か
り
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
羅
漢
像
は
十
六
と
い
う
数
に
お
い
て
帝

の
意
向
に
沿
い
、
羅
漢
数
を
十
六
と
す
る
方
法
の
正
し
さ
を
示
す
た
め
に
打
っ

て
つ
け
の
作
品
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
乾
隆
帝
が
唐
末
の
も
の
で
あ

る
と
見
な
し
た
こ
の
聖
因
寺
本
は
、
千
年
の
珍
奇
な
古
羅
漢
画
の
様
子
を
留
め

て
お
り
、
そ
の
制
作
年
代
は
「
欽
定
同
文
韻
統
』
に
よ
っ
て
遡
る
所
の
「
唐
古

式
字
」
と
時
代
的
に
も
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
独
特
な
様

式
に
よ
る
「
胡
貌
梵
像
」
の
羅
漢
は
、
乾
隆
帝
の
羅
漠
像
に
対
す
る
認
知
の
視

野
を
広
げ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
ま
た
自
ら
の
考
訂
と
呼
応
さ
せ
る
べ
く
、

「阿

哩
喝
哩
字
」
に
よ
っ
て
羅
漢
名
を
配
列
順
に
記
し
、
梵
音
に
淵
源
を
辿
れ
る
よ

う
処
置
を
施
し
、
正
に

「
図
文
相
符
」
の
形
に
仕
登
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
聖
因
寺
本
は
乾
隆
の
心
中
に
お
け
る
羅
漢
群
像
の
典
型
的
な
作
例

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
聖
因
寺
本
の
複
製
ー
各
種
の
技
法
と
墓
底
材
に
よ
る
伝
移
模
写

乾
隆
二
十
二
年
(
-
七
五
七
）
に
聖
因
寺
本
に
お
い
て
羅
漢
の
並
べ
替
え
、

名
称
変
更
を
行
っ
て
か
ら
後
、
乾
隆
朝
で
は
こ
の
作
品
が
新
た
な
羅
漢
系
譜
と

図
像
の
典
型
と
な
っ
て
い
っ
た
。
聖
因
寺
本
を
基
に
し
て
様
々
な
媒
体
に
羅
漢

像
を
造
形
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
大
多
数
の
十
六
羅
漢
図
の
源
泉
は
、
当
本

(31) 

に
あ
っ
た
。
貰
休
十
六
羅
漢
の
原
画
の
所
在
は
今
明
ら
か
で
な
い
が
、
伝
世
す

る
数
多
の
乾
隆
期
の
複
製
品
を
通
し
て
、
そ
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
基
底
材
に
よ
っ
て
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

（
＿
）
「
副
墨
（
幅
本
）
」
絵
画
と
織
繍

乾
隆
二
十
二
年

(-
七
五
七
）
、
帝
は

T
観
鵬
に
聖
囚
寺
本
を
基
に
、
「
胡
貌

（図
2
、
台
北
故
宮
蔵
）
、
併
せ

梵
像
」
の
彩
色
羅
漢
像
十
六
幅
を
模
写
さ
せ

て
そ
の
画
幅
に
題
識
を
書
い
た
（
図
3
)
。
そ
こ
に
は
、

右
丁
観
鵬
模
銭
塘
聖
因
寺
所
蔵
唐
貰
休
画
十
六
応
真
像
，
像
各
為

一
巻
。

先
是
丁
丑
春
南
巡
，
詣
寺
展
礼
，
見
旧
像
位
次
，
未
経
審
定
，
名
号
又
不

協
梵
央
合
音
，
既
次
第
簸
排
捺
訂
，
且
各
系
以
賛
，
帰
之
寺
中
，
而
命
別

絵
此
十
六
設
色
，
荘
厳
相
好
，
足
称
副
墨
，
合
十
讃
歎
之
余
，

一
―
復
為

窃

32
)

之
賛

（中
略
）
・
・
…
・
乾
隆
歳
在
戊
寅
仲
春
月
朔
日
，
御
箪。

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
帝
は
丁
丑
年

（二
十
二
年

[
-
七
石
七
])

の
南
巡
の
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際
に
聖
因
寺
本
を
見
て
、
こ
の
羅
漢
の
配
列
順
と
名
称
に
変
更
を
加
え
た
後
、

当
作
品
を
寺
に
戻
し
保
存
さ
せ
、
か
つ
丁
観
鵬
に
勅
命
を
下
し
て
模
写
さ
せ
、

そ
の
模
写
本
を

「
副
墨
（
幅
本
）
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
聖
因

寺
本
に
対
す
る
模
写
の
第

一
歩
で
あ
り
、
乾
隆
は
画
幅
上
に
「
丁
観
鵬
模
貫
休

十
六
応
真
像
賛
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
模
本
は
、
乾
隆
二
十

一
年
の

T
観
鵬

の
「
世
態
之
相
」
本
と
同
様
に
、
画
幅
の
上
方
、
真
ん
中
に

「唐
古
式
梵
字」

を
書
き
、
ま
た

「
阿
哩
喝
哩
字
」
に
よ
っ
て
羅
漢
名
を
題
と
し
、
そ
し
て
乾
隆

帝
の
賛
を
持
ち
、
乾
隆
朝
の
新
羅
漢
系
譜
の
定
め
ら
れ
た
形
式
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。

T
観
鵬
の
模
本
以
外
に
も
、
小
冊
頁
が
伝
世
し
て
お
り
、
こ
の
表
紙
の
板

に
は
「
恭
模
御
製
唐
貫
休
十
六
羅
漠
像
賛
」
と
刻
字
し
て
あ
り
、
本
紙
が
縦

―-
+

―
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
計
十
六
葉
か
ら
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（図
4
)
、
こ
れ
も
ま
た
主
尊
の
羅

成
り
、
磁
青
紙
上
に
金
泥
で
絵
を
描
く
が

漢
は
明
ら
か
に
聖
因
寺
本
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
長
の
冊
頁
で
あ
る
た
め
、

土
石
な
ど
の
背
景
を
描
く
際
に
、
空
間
の
比
率
に
合
わ
せ
て
調
整
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
絵
の
上
に
は
ま
た
、
乾
隆
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
阿
哩
喝
哩
字
」

に
よ
る
羅
漢
名
、
御
製
の
「
貰
休
画
十
六
応
真
像
賛
」
を
書
き
、
更
に
第
十
六

羅
漢
の
上
に
は
原
画
の
識
語
の
写
し
を
い
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
史
料
に
は
避
暑
山
荘
雲
山
勝
地
楼
の
仏
殿
に
は
「
十
六
応
真
掛

(34〉

屏
」
四
扇

（図

5
)
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

二
扇
ご
と
に
四
つ
の
粉

彩
の
磁
版
が
嵌
め
込
ま
れ
て
お
り
、
計
十
六
の
磁
版
に
は
そ
れ
ぞ
れ
聖
因
寺
羅

漢
が
模
写
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
羅
漢
名
は
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
類
の
エ

芸
製
作
は
、
聖
因
寺
本
羅
漢
群
像
を
基
本
要
素
と
し
て
、
絵
画
に
よ
っ
て
複
製

す
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
異
な
る
材
の
上
に
表
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

乾
隆
朝
に
お
い
て
重
ね
て
複
製
さ
れ
る
聖
因
寺
羅
漢
図
像
の
中
に
は
、
織

繍
等
の
技
法
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
台
北
故
宮
の
「
消
繍
畢
況
書
御
製

十
六
羅
漢
賛
」

冊

（図
6
)
は
摺
装
の
計
十
六
葉
か
ら
成
る
も
の
で
、
全
体
が

乾
隆
の
定
め
る
羅
漢
の
配
列
順
に
従
っ
て
お
り
、
右
幅
に
畢
況
(
-
七
三
0
|

の
築
書
に
よ
る
乾
隆
御
製
「
貰
休
画
十
六
応
真
像
賛
」
と
「
阿
哩

喝
哩
字
」
の
羅
漢
名
を
青
糸
の
刺
繍
で
表
し
、
左
幅
に
聖
囚
寺
本
を
模
し
て
羅

漢
を
刺
繍
で
描
く
。
羅
漢
の
造
形
や
構
図
は
聖
因
寺
本
と
お
お
よ
そ
似
る
が
、

彩
色
が
鮮
や
か
で
あ
り
、
視
覚
効
果
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
羅

漢
の
配
列
順
や
「
阿
哩
喝
哩
字
」
の
羅
漢
名
及
び
聖
因
寺
本
か
ら
の
模
写
と
い

う
行
為
に
は
、
依
然
と
し
て
こ
の
種
の
新
羅
漢
を
流
伝
さ
せ
て
そ
れ
を
羅
漢
の

代
表
と
す
る
意
図
が
は
っ
き
り
と
存
在
す
る
。
ま
た

「清
内
府
蔵
刻
絲
書
画
録
』(35) 

中
に
は
「
清
刻
絲
模
唐
貰
休
十
六
羅
漢
像
」
十
六
幅
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、

一
七
三
九
）

-・ 
こ
の
題
記
の
内
容
と
印
章
か
ら
聖
因
寺
本
の
図
像
を
基
に
し
た
つ
づ
れ
織
り
に

よ
る
複
製
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（二
）
石
刻
と
石
彫

乾
隆
帝
は
か
つ
て
丁
観
鵬
に
よ
る
聖
因
寺
本
の
模
写
に

「副
墨」

と
い
う
称

賛
を
与
え
た
た
め
、
こ
の
模
本
が
原
本
の
忠
実
な
模
写
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、

聖
因
寺
本
の
行
方
は
知
れ
ず
、
実
際
に
両
者
を

対
比
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

幸
い
に
も
当
時
の
石
刻
作
品
が
現
存

し
て
お
り
、
こ
れ
は
参
考
に
値
す
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
刻
石

（図
7
、
8
)

は
杭
州
の
孔
廟
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

「十
六
羅
漢
像
刻
石
」
と
名
付
け
ら
れ
、

高
さ

―二
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
五
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
そ
の
拓

本
か
ら
原
画
は
、
題
に
十
六
羅
漢
の
配
列
順
と
名
称
が
記
さ
れ
、
下
方
に
乾
隆

の
考
訂
後
の
番
号
と
名
称
が
註
記
さ
れ
、
ま
た
乾
隆
御
題
の
十
六
羅
漢
賛
を
持

つ
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
う
ち
、
第
十
六
羅
漢
の
画
幅
に
は
羅
漢
賛
の
ほ
か
に
、

傍
ら
に
乾
隆
の
題
識
（
先
に
見
た
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
）
が
あ
り
、

右
下
方
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な

一
段
の
題
記
が
記
さ
れ
て
い
た

（図
9
)。

御
定
聖
因
寺
十
六
尊
者
像
，
尊
者
化
身
，
妙
絵
伝
世
，
千
年
恭
遇
，
我
仏

心
皇
上
於
一

産
端
重
開
生
面
，
名
位
既
定
，
文
釆
全
彰
，
是
広
大
最
勝
殊

縁
，
不
可
思
議
。
主
持
臣
僧
明
水
募
賀
敬
謹
，
勒
石
復
建
，
以
阿
羅
漢
蔵

用
，
昭
崇
奉
願
°
天
人
共
仰
於
万
禅
爾
。
大
消
乾
隆
二
十
九
年
八
月
之
吉
，

(36) 

住
持
臣
僧
明
水
恭
紀
。

乾
隆
が
聖
因
寺
本
の
羅
漢
の
配
列
順
、
名
称
を
改
め
た
後
、
元
の
通
り
に
作
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品
は
寺
に
返
さ
れ
た
が
、
聖
因
寺
住
持
の
僧
明
水
は
帝
が
こ
の
羅
漢
を
重
視
す

る
こ
と
を
理
解
し
、
乾
隆
二
十
九
年
(
-
七
六
四
）
に
資
金
を
募
り
、
十
六
羅

漠
の
原
画
を
石
に
模
刻
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
併
せ
て
石
塔
（
図
10
)

も
建
て
、
こ
こ
に
十
六
羅
漢
の
石
刻
画
を
乾
隆
の
定
め
た
配
列
に
従
っ
て
嵌
め

込
み
、
羅
漢
像
の
上
方
、
即
ち
塔
の
上
縁
に
乾
隆
考
訂
の
羅
漢
の
配
列
順
と
名

称
を
刻
み
、
更
に
小
字
に
よ
っ
て
元
来
記
さ
れ
て
い
た
題
字
を
註
記
し
た

（図

十
の
上
方
に
貼
ら
れ
る
拓
片
を
見
よ
）
。

石
刻
の
拓
本
と
丁
観
鵬
模
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
法
量
は
極
め

て
近
く
（
石
刻
芦
回
さ

―
―
―六
セ

ン
チ
、
幅
五
五
セ
ン
チ
、

丁
観
鵬
模
本
二
高

さ

―
二
七
・
五
セ
ン
チ
、
幅
五
七
・
五
セ
ン
チ
）

で
あ
り
、
構
図
と
し
て
の
乾
隆

の
定
め
た
順
序
に
従
っ
て
い
く
と
、
第
五
ー
九
及
び
十
四
尊
者
が
左
右
反
転
し

て
い
る
が
（
図
11)
、
残
り
は
衣
文
等
の
各
部
分
に
お
い
て
類
似
す
る
。
ま
た
、

乾
隆
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
賛
を
入
れ
て
お
り
、
両
者
の
賛
文
は
相
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
丁
観
鵬
の
模
本
の
六
尊
の
羅
漢
が
左
右
反
転
し
て
い
る
所
以
と
し

て
は
、
元
の
図
像
の
方
向
を
調
整
し
て
互
い
に
相
対
す
る
よ
う
に
し
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

現
在
北
海
公
園
妙
相
亭
の
中
に
あ
る
漢
白
玉
を
用
い
て
彫
造
し
た
十
六
面
塔

（図
12)
は
各
面
に
一
羅
漢
を
線
刻
し
て
お
り
、
羅
漢
の
題
字
は
乾
隆
が
定
め

た
も
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
聖
因
寺
本
の
複
製
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
注

H
に
値

す
べ
き
こ
と
に
、
妙
相
亭
石
塔
の
石
刻
画
と
聖
因
寺
石
刻
画
は
や
や
異
な
る
の

で
あ
る
。
妙
祖
苧
石
塔
に
は
聖
因
寺
本
の
原
画
の
題
記
を
持
た
ず
、
そ
の
羅
漢

題
字
は
聖
因
寺
石
塔
に
お
け
る
羅
漢
像
の
上
方
真
ん
中
の
も
の
と
共
通
し
、
ま

た
乾
隆
御
製
の
羅
漢
賛
を
刻
む
。
こ
こ
に
は
聖
因
寺
本
の
原
画
の
羅
漢
題
字
や

落
款
、
題
記
は
な
く
、
僅
か
に
聖
因
寺
本
の
図
像
の
み
を
留
め
て
い
る
の
で
あ

‘‘ 

る

（図
13
)。
妙
相
亭
石
塔
は
万
仏
楼
西
門
内
に
位
置
す
る
が
、
万
仏
楼
は
乾

隆
三
十
五
年
(
-
七
七

0
)
に
皇
太
后
の
傘
寿
を
祝
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で

(37
)
 

あ
る
。
こ
の
こ
と
と
妙
相
亭
塔
の
羅
漢
像
の
組
み
合
わ
せ
の
状
況
を
鑑
み
る
と
、

当
作
品
の
製
作
年
代
が
聖
因
寺
石
刻
よ
り
も
下
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
両
石
塔
は
乾
隆
帝
が
新
羅
漢
の
系
譜
を
作
り
上
げ
た
後
に
出
現

し
た
も
の
で
、
貰
休
十
六
羅
漢
に
関
す
る
新
た
な
考
察
を
可
能
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
他
に
、
『
皇
朝
通
志
』
「金
石
略
」
に
は
乾
隆
一
―十
七
年
(
-
七
六
二
）
の
「御

題
羅
漢
像
賛
」
が
記
録
さ
れ
、
そ
の
碑
に
は

「
臣
等
謹
按
，
羅
漢
像
旧
人
所
絵
，

{38
)
 

浙
僧
明
水
恭
進
，御
題
賛
並
御
書
心
経
於
上
。
」
と
い
う
題
記
が
あ
り
、
ま
た

「御

題
貰
休
羅
漢
像
賛
」
碑
に
つ
い
て
も
述
べ
、
そ
の
題
記
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と

。
、つ
、aし
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臣
等
謹
按
，
唐
貰
休
画
応
真
十
六
像
流
伝
浙
中
。
蔵
於
銭
塘
聖
因
寺
。
腺

者
名
号
向
沿
訳
経
之
旧
。
未
合
梵
英
本
音
。
其
位
次
亦
有
互
異
。
乾
隆

(39
)
 

二
十
二
年
。
翠
華
幸
浙
。
悉
加
改
正
。
重
為
標
識
各
題
御
製
賛
於
上
。

現
在
こ
れ
ら
の
石
碑
に
刻
さ
れ
る
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
題

記
か
ら
す
る
と
聖
因
寺
十
六
羅
漢
と
関
係
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
分
か

る
。
ま
た
、
こ
の
年
(
-
七
六
二
）
に
乾
隆
は
第
三
回
目
の
南
巡
を
行
っ
て
い

る
た
め
、

二
つ
の
碑
が
複
製
す
る
聖
囚
寺
本
と
関
連
す
る
賛
文
は
、
乾
隆
が
新

羅
漢
系
譜
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
間
接
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
御
書
の
題
記
を
持
つ
両
碑
の
製
作
は
、
或
い
は
乾
陸
―
-＋
九
年
(-
七
六
四
）

の
珈
翠
因
寺
住
持
に
よ
る
十
六
羅
漠
の
模
刻
及
び
石
塔
の
建
立
の
契
機
と
な

っ
た



の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
羅
漢
像
の
石
上
へ
の
模
刻
以
外
に
も
、
ま
た
彫
刻
に
よ
っ
て
聖
因
寺

十
六
羅
漢
像
を
複
製
し
た
作
品
が
各
種
存
在
す
る
。
「
碧
玉
填
金
御
製
詩
句
羅

(40) 

漢
図
版
」
（
図
14
)
な
ど
は
、
碧
玉
版
の
上
に
第
二
辟
者
、
御
題
の
羅
漢
名
と

羅
漢
賛
を
線
刻
し
て
鍍
金
を
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
玉
版
の
法
絨
は
縦
ニ―

セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
元
は
十
六
の
羅
漢
が
揃
え
て
玉
版

冊
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
紫
禁
城
の
寧
寿
宮
花
園
雲
光
楼
に
置
か
れ
る
「
硬

木
嵌
菟
十
六
羅
漢
像
屏
」
（
図
15
)
は
、
彫
刻
を
施
し
た
玉
を
象
嵌
す
る
も
の

で
あ
り
、
羅
漢
像
を
黒
漆
の
屏
風
に
嵌
め
込
ん
で
い
る
。
こ
の
羅
漢
像
、
乾
隆

御
題
の
賛
と
識
文
の
内
容
や
位
置
、
更
に
第
十
尊
者
右
下
の
俵
書
題
記
ま
で
が

型
因
寺
石
刻
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
聖
因
寺
本
原
画
の
羅
漢
題
字
を
乾
隆
が

定
め
る
も
の
に
改
め
、
「
阿
哩
喝
哩
字
」
に
よ
っ
て
書
し
て
い
る
。
こ
の
屏
風

は
資
料
に
よ
る
と
乾
隆
四
十
二
年

(
-
七
七
七
）
に
当
時
山
東
巡
府
で
あ
っ
た

(41
)
 

富
察
国
泰
に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た

聖
因
寺
石
刻
以
外
で
聖
因
寺
本
原
画
の
題
記
を
留
め
る
（
図
16
)
複
写
本
と
し

て
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
平
面
の
彫
刻
作
品
の
他
に
、
高
浮
き
彫
り
に
よ
る
玉
石
上
に
図
像

を
立
体
化
さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
台
北
故
宮
蔵

「清
玉
羅
漢
山
子
」
（
図

(12) 

17
)
は
、
背
景
の
構
図
と
羅
漢
の
造
形
を
聖
因
寺
本
の
第
十

一
尊
者
か
ら
採
っ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
御
製
祖
査
巴
納
塔
暖
椋
者
賛
」
を
刻
す
。
羅
漢
は
主

と
し
て
玉
の
山
に

一
体
化
す
る
構
図
を
と
り
、
高
浮
き
彫
り
に
よ
っ
て
表
さ
れ

る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
作
品
と
し
て
「
玉
羅
漢
掃
件
」
（
図

18
)
が
あ
る
が
、

こ
の
構
図
も
同
じ
く
第
十
二
写
者

（祖
査
巴
納
塔
暖
）
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

丸
彫
り
に
近
い
技
法
で
原
本
の
平
面
の
図
像
を
立
体
物
に
転
化
し
て
い
る
。
他

(43) 

に
「
消
乾
隆
白
玉
御
題
詩
羅
漢
第
五
尊
者
山
子
」
（図
19
)
や
玉
刻
「
第
十
六

羅
漢
山
子
」
（
図
20
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
玉
の
山
の
構
図
は
い
ず
れ
も
聖
因

寺
本
か
ら
の
も
の
で
、
山
石
を
巧
み
に
配
し
、
前
の
作
品
よ
り
も
構
図
と
し
て

調
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
双
方
と
も
に
御
製
羅
漢
賛
を
刻
す
。
こ
の

他
に
、
台
北
故
宮
所
蔵
の
「
清
乾
隆
青
金
石
羅
漢
山
子
」

（図
21
)
が
あ
り
こ

れ
は
青
金
石
に
第
十
六
羅
漢
を
彫
刻
す
る
も
の
で
、
図
像
は
同
じ
く
聖
因
寺
本

か
ら
と
る
が
、
構
図
は
丁
観
鵬
模
本
と
同
じ
く
左
右
反
転
し
て
お
り
、
技
法
に

お
い
て
は
玉
山
作
品
の
表
現
と
共
通
す
る
。
更
に
こ
れ
と
類
似
す
る
作
品
が
北

(44
)
 

京
故
宮
に
見
ら
れ
る
が
、
「
青
金
石
彫
第
十

一
羅
漢
」

（図
22
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

以
上
の
聖
因
寺
本
を
底
本
と
し
た
玉
石
に
お
け
る
山
形
の
作
品
は
、
全
て
御
製

羅
漢
賛
を
有
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
当
初
単
独
の
作
品
で
あ
っ
た
の
か
、

或

い
は
他
の
も
の
と
組
み
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

以
上
の
も
の
の
他
、
複
数
の
岸
壁
や
樹
石
に
よ
る
空
間
を
連
続
さ
せ
る
通

景
式
の
構
図
を
と
る
玉
彫
作
品
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
十
六
羅
漢
も
そ
の
空
間
の

中
に
融
合
さ
せ
つ
つ
も
、
羅
漢
の
各
造
形
は
原
型
を
留
め
る
。
例
え
ば

「清
乾

(45
)
 

隆
黒
白
玉
御
製
羅
漢
賛
挿
屏
」
（
図
23
)
で
は
、
十
六
の
羅
漢
を
同
一
画
面
の

中
に
配
し
、
通
景
画
の
よ
う
に
し
、
背
後
に
「
御
製
羅
漢
賛
」
十
六
首
を
刻
ん

(46) 

で
い
る
。
ま
た

「青
白
玉
羅
漢
立
屏
」（
図
24
)
で
は
、
第
一
、
三
、
四
、
七
、
九
、

十
一
、
十
三
、
十
五
尊
者
な
ど
八
尊
の
羅
漢
を
同
一
の
玉
屏
上
に
表
し
て
お
り
、

羅
漢
の
傍
ら
に
は
同
様
に
御
製
羅
漢
賛
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（三
）
墨

乾
隆
帝
が
定
め
る
聖
因
寺
本
式
新
羅
漢
を
基
に
し
た
各
種
の
作
品
製
作
に
お
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い
て
、
十
六
羅
漢
を
刻
む
墨
を
一
セ
ッ
ト
と
し
た
も
の
も
作
ら
れ
、
北
京
故
宮

蔵
の

「
清
乾
隆
十
六
応
真
墨
」
（
図
25)
は
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
羅
漢
墨

十
六
個
を
一
箱
に
収
め
た
作
品
で
あ
り
、
各
墨
の
形
状
は
同
一
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
片
面
に
は
羅
漢
像
を
模
刻
し
、
そ
の
上
方
に
は
原
画
の
羅
漢
題
字
と
乾

隆
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
題
字
を
持
ち
、
も
う
一
方
の
面
に
は
御
箪
の
羅
漢
賛

を
入
れ
る
。
第
十
六
尊
者
に
は
ま
た
乾
隆
の
題
識
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と

聖
因
寺
石
刻
上
の
乾
隆
の
各
印
章
を
比
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
羅
漢
墨
は
ま
た

聖
囚
寺
本
か
ら
複
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
図
26)
。
最
近

に
な
っ
て
巷
間
に
お
い
て
製
思
の
た
め
の
型
（
図
27)
も
発
見
さ
れ
た
が
、
細

い
線
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
他
に
こ
れ
と
類
似
し
た

も
の
に
「
十
六
羅
漢
図
墨
」
（
図
28)
が
あ
る
が
、
こ
の
側
面
に
は
「
曹
素
巧

(17
)
 

来
孫
発
千
製
」
と
あ
り
、
或
い
は
北
京
故
宮
蔵
の
「
清
乾
隆
十
六
応
真
墨
」
も

ま
た
清
初
の
墨
名
家
で
あ
っ
た
曹
素
巧
(
-
六

一
五
ー
一

六
八
九
）
の
子
孫

に
当
た
る
曹
尭
千
の
製
作
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
鑑
古
齋
墨
薮
』
に
は

「
御
製
羅
漠
賛
墨
」
（
図
29)
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
れ
は
乾
隆
期
の
著
名
な
製

墨
家
で
あ
っ
た
江
近
聖
の

一
家
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
片
面
に
は
羅
漢
像
と
乾

隆
が
定
め
た
羅
漢
題
字
、
そ
の
裏
面
に
は
御
製
羅
漢
贄
を
そ
れ
ぞ
れ
刻
み
、
乾

(48
)
 

隆
朝
へ
の
貢
墨
で
あ
る
（
図
30)
。
更
に
「
十
六
羅
漢
墨
」
（
図
31)
は
各
墨
が

占
器
物
の
造
形
を
し
て
お
り
、
片
面
に
羅
漢
像
と
乾
隆
考
訂
の
羅
漢
題
字
、
も

う

一
面
に
御
製
の
羅
漢
賛
を
刻
む
が
、
第
十
六
椋
の
側
面
に
は
「
胡
開
文
」
款

(49
)
 

が
あ
り
、
乾
隆
期
の
徽
州
に
お
け
る
製
墨
名
家
の
胡
開
文
が
製
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
十
六
羅
漢
墨
は
い
ず
れ
も
乾
隆
期
に
徽
州
の
製
墨
家
の
手
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
各
々
造
形
が
異
な
る
と
は
い
え
、

等
し
く
乾
隆
が
定
め
る
聖
因
寺
本
式
の
新
羅
漢
を
題
材
と
し
て
お
り
、
こ
の
固

像
が
当
時
如
何
に
盛
行
し
た
の
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
箪
者
は
か

つ
て
杭
州
孔
廟
に
お
い
て
「
十
六
羅
漢
鼓
型
墨
」

（図
32)
を
見
た
こ
と
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
直
径
約
―

10
セ
ン
チ
の
大
型
の
墨
で
、
側
面
に
考
訂
羅
漢
題
字

と
羅
漢
像
を
刻
み
、
鼓
面
に
楷
書
の
聖
因
寺
本
の
乾
隆
題
識
を
記
し
て
お
り
、

そ
し
て
底
面
に
は
乾
隆
年
製
の
款
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
様
の
墨

は
ま
た
美
術
市
場
で
も
見
出
せ
、
そ
の
底
部
に
は
「
大
清
乾
隆
年
注
近
聖
製
」

(50
)
 

（図
33)
と
刻
ま
れ
る
が
、
こ
の
作
品
は
近
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

古

作
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
或
い
は
後
世
の
人
が
古
作
に
よ

っ
て
創
意
を
得

て
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
判
断
が
つ
き
か
ね
る
。

以
上
の
清
宮
旧
蔵
の
各
種
の
甚
底
材
に
表
さ
れ
る
十
六
羅
漢
像
の
構
図
は
、

乾
隆
二
十
九
年

(-
七
六
四
）
の
石
刻
作
品
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
、
こ

こ
で
は
却
っ
て
乾
隆
二
十
二
年

(-
七
五
七
）
の
T
観
鵬
模
本
の
よ
う
な
第
五
、

六
、
七
、
八
、
九
、
十
四
羅
漢
の
よ
う
に
左
右
が
反
転
す
る
現
象
は
起
き
て
い

な

い
。
思
う
に
杭
州
の
石
刻
は
当
時
聖
因
寺
に
存
し
た
原
画
に
拠

っ
て
模
刻
し
た

も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
清
宮
内
府
に
は
も
う
―
つ
の
聖
因
寺
本
原
画
と
同
じ

絵
手
本
が
あ
り
、
そ
の
他
の
材
に
お
け
る
複
製
は
こ
れ
に
依
り
、
丁
観
鵬
模
写

本

（
一
部
の
羅
漢
が
左
右
反
転
）
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
と
推
測
で
き
る
。
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（
四
）
「
明
呉
彬
画
羅
漢
」
十
六
幅

台
北
故
宮
蔵
「
明
呉
彬
画
羅
漢
」
十
六
幅
（
図
34
)
に
関
し
て
注
目
に
値
す

る
の
は
、
こ
の
作
品
は
聖
囚
寺
拓
本
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

(51
)
 

呉
彬
箪
と
は
な
っ
て
い
る
が
十
八
世
紀
晩
期
の
作
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

乾
隆
内
廷
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
乾
隆
後
期
に
内
府
に
入
っ

て
い
る
。
画
上
の
原
題
に
は
羅
漢
名

（羅
漠
名
は
聖
因
寺
本
と
同
じ
で
あ
り
、



法
住
の
記
載
に
な
る
）
が
あ
り
、
表
装
に
は
乾
隆
が
定
め
た

「
阿
哩
喝
哩
字」

の
羅
漢
題
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
第
十
六
尊
者
の
表
装
に
は
次
の
よ
う
な
識
語

も
見
ら
れ
る
（
図

35
)。

此
呉
彬
模
貰
休
応
真
像
十
六
頼
。
与
内
府
珠
林
所
蔵
。
及
西
湖
型
因
寺
所

伝
貰
休
画
応
真
諸
相
。
老
少
示
現
盤
布
景
結
印
。
互
有
同
異
。
蓋
貰
休
当

日
深
入
仏
海
。
絵
事
控
長
。
所
画
原
非

一
本
。
彬
此
画
自
得
師
承
。
況
仏

法
即
空
即
色
。

一
切
法
化
報
身
皆
非
相
。
是

一
。
是
二
。
原
不
必
作
分
別

想
。
惟
彬
毎
帳
自
標
応
真
位
号
。
不
特
沿
誤
漢
経
名

H
。
而
前
後
次
序
亦

倶
訛
舛
。
因
以
西
蕃
梵
央
合
音
訂
正
。
次
第
重
排
。
各
為
標
識
。
伸
西
士

荘
厳
各
還
真
面
。
即
質
之
応
真
亦
当
印
可
也
。
乾
隆
六
十

一
年
丙
辰
仲
冬

(52
)
 

月
重
閲
御
識
。
臣
旅
詰
奉
勅
敬
書
。

こ
れ
は
乾
隆
六
十

一
年

(
-
七
九
六
）
に
乾
隆
の
勅
に
よ
っ
て
童
諧
に
よ

っ
て

習
か
れ
た
識
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
呉
彬
箪
羅
漢
像
十
六
幅
は
乾
隆
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
羅
漢
題
字
と
配
列
順
が
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う

旨
が
記
さ
れ
る
。
表
装
に
書
か
れ
る
羅
漢
名
は
乾
隆
晩
年
に
定
め
た
羅
漢
題
字

で
あ
り
、
こ
れ
は
乾
隆
五
十

一
年

(
-
七
八
六
）
以
後
に
再
び
正
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
た
め
『
御
製
文
集
』
記
載
と
同
じ
く
第
十
一

―尊
者
な
ど
に
は

「畢

那
梢
拉
抜
唸
（
上
下
合
）
剛
綴
雑
尊
者
」
（
図
36)
と
あ
り
、
先
に
み
て
き
た
聖
因

寺
本
か
ら
複
製
さ
れ
る
関
連
文
物
上
に
記
さ
れ
る
第
十
二
羅
漢
「
畢
那
桔
拉

唸
祓

（左
右
合
）
暇
綴
雑
尊
者
」
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
こ
の
識
語
か
ら
は
、
図
像

そ
の
も
の
の
真
偽
が
乾
隆
帝
の
意
に
介
す
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
重
要
な
の
は
そ

れ
が
彼
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
図
像
と
題
字
に
符
合
す
る
羅
漢
系
譜
に
属
す
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て

「
阿
哩
喝
哩
字
」
羅
漢
名
は

新
羅
漢
系
譜
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
、

改
定
し
た
羅
漢
の
数
と
題
字
に
関
す
る
識
文
と
し
て
は
、

乾
隆

二
十
八
年

(
-
七
六
一―
-）
「
唐
貰
休
十
八
羅
漢
賛
」
の
後
ろ
に
補
填
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
命
丁
観
鵬
視
西
湖
貰
休
謁
本
．

一
再
佑
之
．
而
再
製

（団
）

質
蔦
」
と
記
さ
れ
、
ま
た

「
西
番
古
画
十
八
応
真
賛
」
の
識
文
で
は

「
与
夫
西

（翌

湖
所
模．

以
及
玉
石
所
鍋
刻
，
臣
工
所
繕
録
不
下
数
百
十
本
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
題
字
を
改
め
た
後
の
聖
因
寺
本
十
六
羅
漢
像
を
乾

隆
―
―十
二
年

(
-
七
五
七
）
よ
り
羅
漢
図
像
を
代
表
す
る
も
の
と
し
た
が
、

そ

の
後
、
乾
隆
が
十
六
羅
漠
を
十
八
羅
漢
と
改
め
て
か
ら
も
聖
因
寺
本
は
依
然
と

し
て
相
関
係
す
る
文
物
製
作
の
典
型
的
な
底
本
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
を

顕
示
す
る
。
ま
た
「
阿
哩
喝
哩
字
」
羅
漢
題
字
は
乾
隆
羅
漢
系
譜
の
シ
ン
ボ
ル

で
、
文
物
上
に
表
さ
れ
、
更
に
降
龍
、
伏
虎
羅
漢
の
名
称
、
配
列
順
が
確
定
し

た
後
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
関
連
の
文
物
が
製
作
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
、

こ
う
し
た
事
実
は
乾
隆
時
期
の
羅
漢
系
譜
に
属
す
各
種
の
文
物
が
、
そ
の
時
代

の
独
自
性
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
媒
体
と
し
て
乾
隆
朝
の
文
物
製
作
上
の
特
色

を
反
映
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

結
論

乾
隆
帝
の
南
巡
と
西
湖
聖
囚
寺
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
西
湖
南
巡
と
聖

因
寺
に
関
連
す
る
文
物
を
通
し
て
、
乾
隆
時
の
文
物
製
作
の
脈
絡
と
特
性
を
浮

彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
以
下
一二
つ
の
方
向
か
ら
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
と

め
る
。
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（
＿
）
独
特
の
時
代
性

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
聖
因
寺
に
関
連
す
る
文
物
製
作
に
つ
い
て
時
系
列
に

従
っ
て
追
つ
と
表
の
よ
う
に
な
る
（
表
一
）
。

こ
の
年
表
に
よ
っ
て
、
乾
隆
期
の
文
物
製
作
で
取
り
上
げ
る
題
材
は
、

皇
帝

の
意
向
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
、
ま
た
皇
帝
自
身
の
功
綾
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
年
代
の
記
録
は
、
あ
る
時
に
は
乾
隆
帝
が
気
に
か

け
る
或
い
は
喧
伝
し
よ
う
と
す
る
文
化
芸
術
行
為
と
帝
が
見
聞
き
し
た
も
の
と

が
或
い
は
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
乾
隆
朝

の
文
物
製
作
の
題
材
は
常
に

一
定
の
時
効
性
を
有
し
て
い
た
。
更
に
、
文
字
或

い
は
図
像
を
通
し
て
型
の
見
本
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
以
後
の
複

製
品
の
底
本
と
な
っ
た
。
聖
因
寺
本
は
、
ま
た
乾
隆
帝
が

「阿
哩
喝
哩
字
」
羅

漢
名
と
配
列
順
を
定
め
た
後
に
乾
隆
朝
の
新
羅
漢
系
譜
の
典
型
的
な
見
本
と

な
っ
た
。
一
方
、
羅
漢
考
訂
に
関
す
る
事
跡
を
時
系
列
に
並
べ
て
み
る
と
、
乾

隆
期
の
典
型
的
な
題
材
の
形
象
は
、
考
訂
、
図
像
選
択
を
経
て
、
最
終
的
に
文

物
製
作
の
テ
ー
マ
の
最
良
の
規
範
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
こ
れ
だ
け

で
な
く
、
乾
隆
帝
は
羅
漢
に
対
す
る
認
識
を
二
十

一
年

(
-
七
五
六
）
、

二
十
二

年

(
-
七
五
七
）、一

―十
八
年
(
-
七
六
―
―-
)
及
び
五
十

一
年

(
-
七
八
六）

以
後
に
お
い
て
複
数
回
変
更
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
変
更
も
ま
た
各
種
の
関

連
文
物
の
製
作
に
反
映
さ
れ
、
各
時
期
の
鮮
明
な
時
代
性
を
顕
示
し
て
お
り
、

ま
た
こ
の
事
実
は
同
じ
図
像
を
用
い
て
楳
な
る
基
底
材
に
お
い
て
複
製
を
繰
り

返
す
と
い
う
行
為
も
乾
隆
朝
の
文
物
製
作
が
備
え
る
時
代
的
意
義
と
特
色
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。

（
二
）
技
法
と
基
底
材
の
多
様
化

西
湖
南
巡
と
聖
因
寺
の
因
縁
に
お
い
て
、
そ
れ
と
関
連
す
る
文
物
製
作
に
関

し
て
言
え
ば
、
数
多
の
作
品
の
複
製
が
同
じ
底
本
を
基
に
し
て
お
り
、
こ
の

こ

と
は
底
本
が
決
定
さ
れ
て
か
ら
各
種
の
技
法
を
使
っ
て
そ
の
複
製
が
行
わ
れ
た

と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「

T
観
鵬
模
貰
休
十
六
応
真
像
」
の
如
き
は
聖

因
寺
本
の
模
写
の
絵
画
作
品
で
あ
り
、

「貰
休
十
六
羅
漠
」
石
刻
画
は
珈
来
因
寺

本
に
基
づ
く
模
刻
で
、
「
硬
木
嵌
玉
十
六
羅
漢
像
屏
」
で
は
象
嵌
の
技
術
が
使

わ
れ
、

「清
繍
畢
況
書
御
製
十
六
羅
漢
賛
」
は
箪
に
代
わ
っ
て
針
に
よ
る
模
写

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
更
に
各
種
の
玉
石
に
お
け
る
山
中
羅
漢
の
彫
刻
は
、

平
面
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
石
材
と
彫
技
に
よ
っ
て
立
体
化
し
た
も
の
も
あ

り
、
ま
た
墨
の
作
品
で
は
浅
浮
き
彫
り
の
画
面
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全

て
各
種
の
工
芸
技
法
を
駆
使
し
た
も
の
で
あ
る
。

使
用
さ
れ
る
基
底
材
に
至
っ
て
は
多
様
を
極
め
る
。
書
画
、
織
繍
の
紙
や
絹

以
外
に
、
ま
た
石
で
は
大
理
石
や
各
種
の
玉
、
青
金
石
等
が
あ
り
、
墨
を
模
し

た
木
製
の
墨
、
更
に
は
硬
木
に
玉
を
嵌
め
込
む
と
い
う
多
種
の
基
底
材
の
使
用
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も
ま
た
乾
隆
期
の
同
主
題
作
品
複
製
に
お
け
る
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
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（
三
）
深
い
含
意

陳
捷
先
氏
は
乾
隆
帝
の
文
化
政
策
の
目
的
は

「清
朝
の
統
治
権
を
守
り
、
乾

隆
帝
自
身
の
皇
権
強
化
、
そ
し
て
行
政
力
を
皇
帝
の
文
化
上
の
趣
味
、
嗜
好
、

(57) 

賞
玩
に
用
い
る
」
（
原
文
は
中
文
）こ
と
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ

て
本
稿
で
見
て
き
た
各
種
の
作
品
製
作
に
お
け
る
題
材
の
選
定
の
目
的
を
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
の
形
成
は
各
種
の
相
関
連
し
合
う
作

{58
}
 

品
の
製
作
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
政
筑
の
目
的
は
政



治
権
力
の
擁
護
、
強
化
と
行
使
に
あ
っ
た
た
め
、
作
品
の
製
作
に
は
皇
帝
自
身

の
趣
向
と
関
係
す
る
と
は
雖
も
、
作
品
の
典
型
と
な
る
底
本
の
選
択
と
形
成
の

背
後
に
は
常
に
政
治
的
な
動
機
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
乾

隆
朝
の
新
羅
漢
系
譜
の
確
立
に
至
る
ま
で
に
は
、
羅
漢
の
数
と
名
称
の
そ
れ
ぞ

れ
歴
代
の
羅
漢
に
関
す
る
説
の
考
訂
と
新
た
に
作
っ
た
音
写
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

「
阿
哩
喝
哩
字
」
に
よ
る
決
定
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
乾
隆
帝
自
身
の
考
証
趣

味
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
政
治
権
力
を
強
固
に
し
、
宗
教
の
経
典
解
釈
と
そ
の

主
導
的
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
喧
伝
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
点
で
よ
り
重
要
で

あ
る
。
帝
と
主
理
蔵
伝
教
事
務
で
あ
っ
た
章
嘉
国
師
が
共
同
で
主
導
し
た
羅
漢

の
考
訂
は
、
更
に
巧
み
に
蔵
、
満
、
漢
の
宗
教
と
政
治
に
お
け
る
清
朝
の
権
威

を
強
調
す
る
。
聖
因
寺
本
の
帝
の
前
に
お
け
る
出
現
は
、
新
た
に
羅
漢
系
譜
を

作
り
上
げ
る
過
程
で
典
型
と
な
る
図
像
の
底
本
を
乾
隆
帝
に
提
供
し
た
。
乾
隆

帝
が
聖
因
寺
本
の
羅
漢
の
配
列
と
名
称
を
新
た
に
し
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
解

釈
を
賦
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
乾
隆
が
表
現
し
た
い
と
こ
ろ
の

政
治
、
宗
教
に
お
け
る
権
威
の
含
意
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の

―
つ
の
象

徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
各
種
作
品
の
複
製
は
あ
る
種
の
趣
味
や
嗜

好
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
喧
伝
の
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
る
。
そ
の

た
め
、
乾
隆
朝
は
常
に
こ
の
種
の
自
ら
の
功
綾
を
示
し
、
政
治
的
目
的
を
具
有

す
る
作
品
を
各
種
の
墓
底
材
に
よ
っ
て
複
製
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
羅

漢
系
譜
に
お
け
る
考
え
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
阿
哩
喝
哩
字
」
の

羅
漢
名
は
常
に
新
羅
漢
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
在
り
続
け
、
古
画
、
新
画
に
関
わ

ら
ず
、
乾
隆
の
題
識
を
持
つ
各
種
の
羅
漢
像
に
記
さ
れ
た
。

以
上
聖
因
寺
本
に
洛
目
す
る
こ
と
で
、
乾
隆
帝
が
文
物
や
経
典
に
対
す
る
認

識
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
宗
教
と
政
治
を
結
合
さ
せ
、
政
治
的
、
宗
教
的
な

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

「阿
哩
喝
哩
字
」
の
羅
漢
名
と
図
像
に
よ
っ
て
乾
隆
朝
の
新

羅
漢
系
譜
を
作
り
上
げ
た
こ
と
が
明
確
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
図
像
自
体
は
変
更

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
政
治
的
、
宗
教
的
意
義
を
最
も
備
え
る
「
阿
哩
喝

哩
字
」
羅
漢
名
こ
そ
乾
隆
朝
羅
漢
系
譜
全
体
の
核
で
あ
り
続
け
た
。
乾
隆
期
の

文
物
製
作
に
は
、
文
化
の
伝
承
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
喧
伝
の
意
味
合

い
を
持
ち
、
こ
の
時
期
、
文
化
と
政
治
が
正
に
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と

言
え
る
。
乾
隆
は
文
化
芸
術
を
悠
々
と
楽
し
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
絶
え
ず
政
事

に
つ
い
て
思
念
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

註(l
)
李
玉
眠

「明
末
羅
漢
画
中
的
貫
休
伝
統
及
其
影
孵
」
（
「
故
宮
学
術
季
刊
j

第
二
十
二
巻
第

一
期
、

二
0
0
四
年
）
九
十
九
ー
一
四
三
頁
。

(2
)
頼
敏
芝

「
文
化
迫
産
再
造
ー
乾
隆
皇
帝
対
於
南
照
殿
図
像
的
整
理
」

（「
故
宮
学
術
季
刊
」

第
二
十
六
巻
第
四
期
、
二
0
0九
年
）
七
十
五
ー

l

l
 

0
頁
。

(3
)
侯
恰
利

「聖
王
明
君
的
形
塑
与
文
物
的
再
詮
釈
ー
論
乾
隆
重
刻
石
鼓
」（「
故
宮
学
術
季
刊
」

第
二
十
七
巻
第
四
期
、

二
0
1
0年）

七
十
六
ー
―

二
0
頁
。

(4
)
康
無
為
「
帝
王
品
味
ー
乾
隆
朝
的
宏
偉
品
味
与
異
国
奇
珍
」
（
「読
史
偶
得
」
中
央
研
究
貝

近
代
史
研
究
所
、

一
九
九
三
年
）
五
十
七
ー
七
十
二
頁
。

(5
)
張
麗
端
「
従
「
玉
厄
」
論
消
乾
隆
中
晩
期
盛
行
的
玉
器
類
型
与
帝
王
品
味
」
（
「
故
宮
学
術

季
刊
J

)

第
二
十
七
巻
第
四
期
、

二
O
l
O
年
）
六
十

一
ー

一
―
六
頁
。

(6
)
陳
捷
先

「略
論
乾
隆
朝
的
文
化
政
策
」

（「
乾
隆
皇
帝
的
文
化
大
業
」
展
図
録
、
国
立
故
宮

博
物
院
、
二
0
0
四
年
）
ニ
―
七
—
ニ
ニ
九
頁
。

(
7
)
乾
隆
帝
の
六
度
の
南
巡
時
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
乾
隆
十
六
年

(
-
七
五

一）
、
二
十
二

年

(
-
七
五
七
）
、
二
十
七
年

(
-
七
六
二）
、
三
十
年

(
-
七
六
五
）
、
四
十
五
年

（一

七
八

O
)、
四
十
九
年

(-
七
八
四
）
で
あ
る
。

(8
)
中
国
第

一
歴
史
梢
案
館
編

「乾
隆
帝
起
居
注
j

第
十
冊
、
四
十
三
ー
五
十
二
頁
。
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(9
)
そ
れ
ぞ
れ
乾
隆
十
六
年
、

二
十
七
年
、

三
十
年
、
四
十
五
年
、
四
十
九
年
の
五
回
の
南
巡

の
際
に
行
宮
八
景
賦
詩
を
詠
じ
て
い
る
。「
西
湖
行
宮
八
景
」
、
「
再
題
西
湖
行
宮
八
」、
「西

湖
行
宮
八
景
重
詠
」
、
「
四
題
西
湖
行
宮
八
景
」
、
「
五
題
西
湖
行
宮
八
景
」
（
「
御
製
詩
集
」

二
集
巻
二
十
五
、
三
集
巻
二
十
二
、
三
集
巻
四
十
八
、
四
集
巻
七
十

一
、
五
集
巻
六
）。

(10
)
「西
湖
志
築
」
巻
一
、

「聖
因
行
宮
図
」
、
十
六
頁
。

(ll
)
乾
隆
帝
の
西
湖
図
製
作
に
関
し
て
は
、
藤
庭
箔

「
乾
隆
宮
廷
製
作
之
西
湖
図
」（
国
立
中

央
大
学
芸
術
学
研
究
所
碩
士
論
文
）
参
照
。

(12
)
「旦
朝
通
志」

巻

―
二

0
、
「金
石
略
」
六‘

1
0
五
0
頁
。

(13
)
こ
の
南
巡
は
、
乾
隆
二
十
二
年
二
月
二
十
八
H
か
ら
三
月
五
日
ま
で
の
も
の
で
．
聖
因
寺

行
宮
に
留
ま
っ
て
い
る
。
王
撤

「乾
隆
二
十
二
年
南
巡
史
料
」

（「
歴
史
梢
案
j

一
九
八
九

年
第
三
期
）
二
十
五
ー
三
十
六
頁
参
照
。

(14
)
乾
隆
帝
の
二
度
目
の
南
巡
に
際
し
て
聖
因
寺
本
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
杭
州
孔
廟
現

蔵

「
十
六
羅
漢
像
刻
石
」
の
乾
隆
題
識
か
ら
分
か
る
。
杜
正
賢
主
編
「
十
六
羅
漢
像
刻
石
」

（「杭
州
孔
廟
」
西
冷
印
社
出
版
社
、

二
0
0
八
年
）
二
七
0
ー
ニ
八
六
頁
参
照
。

(15
)
例
え
ば
註
l
の
李
玉
瑕

「明
末
羅
漠
画
中
的
貰
休
伝
統
及
其
影
響
」
が
挙
げ
ら
れ
、
他
に

宮
埼
法
子

「伝
裔
然
将
十
六
羅
漢
図
考
」（
鈴
木
敬
先
生
還
暦
記
念
会
編

「鈴
木
敬
先
生

磁
暦
記
念
中
国
絵
画
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八

一
年
）

一
五

―
|

―
九
五
頁
、
百

橋
明
穂
「
十
六
羅
漢
図
の
源
流
と
そ
の
系
譜

（「仏
教
美
術
史
論
」
中
央
公
論
美
術
出
版
社、

二
0
0
0年
）
三
九
七
ー
四

0
七
頁
な
ど
の
諸
論
考
が
あ
り
、
十
六
羅
漢
図
の
流
伝
に
関

し
て
詳
し
い
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(16
)
（宋
）
「
宜
和
両
諮
」
巻
三
「
世
之
画
羅
漢
者
．
多
取
奇
怪
，
至
貫
休
則
脱
略
世
間
骨
相
．

奇
怪
益
甚
。
元

（即
張
玄
）
所
画
得
其
世
態
之
相
，故
天
下
知
有
金
水
張
元
羅
漢
也
。
」（
子

安
瀾

「画
史
菜
杏
」
第

_
冊

[文
史
哲
出
版
社
、

一
九
七
四
年
]
四
0
五
頁
）。

(17
)
（宋
）
黄
休
復

「益
州
名
画
録
」
巻一―
-
「
禅
月
大
師

（中
略
）
師
閻
立
本
．
画
羅
漢
十
六
頓
．

甑
眉
大
目
者
．
几
木
願
隆
鼻
者
．
椅
松
石
者
，
坐
山
水
者
．
胡
貌
梵
相
，

曲
盛
其
態
。
」
（
千

安
瀾

「画
史
叢
杏
」
第
一―-
冊

[
文
史
哲
出
版
社

一
九
七
四
年
]
1
4
1
4
頁
）。

ま
た
、

羅
漢
画
を

「世
間
相
」「
出
世
間
相
」
「
蔵
密
羅
漢
像
」
と
い
う
よ
う
に
三
種
に
分
け
る
場

合
も
あ
る

（李
玉
眠

「
羅
漢
画
特
展
説
明
」

[
E呻
漢
画
」
展
図
録
、
国
立
故
宮
博
物
院
、

一
九
九
0
年
]
四
ー
五
頁
）
が
、
こ

の
う
ち
前
二
者
は
本
稿
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
世
態

之
相
」
、
「
胡
貌
梵
相
」
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

(18
)
（消
）
歴
顎
「
東
城
雑
記
」
巻
上

「貰
休
十
六
羅
漢
始
末
」
十
七
頁
。

(19
)
註
14
に
同
じ
。

(20
)
『内
務
府
造
弁
処
活
計
梢
j

「乾
隆
二
十
二
年
六
月
行
文
」
。

(21
)
『秘
殿
珠
林
続
編
j

乾
消
宮
、
「
唐
人
画
十
六
応
真
」
巻
、
六
十
三
ー

六
十
四
頁。

(22
)
「釈
明
中
，
字
大
桓
，
乾
隆
六
年
為
聖
因
寺
住
持
，

二
十
二
年
春
移
主
浮
慈
寺
，
工
詩
、

祖
害
画
°
」
(
[清
]
張
庚
「
国
朝
続
画
録
」
巻
下
）
十
三
—
十
四
頁
。

(23)
題
識
は

「御
製
文
集
」
に
は
見
出
せ
ず
、
杭
州
孔
廟
蔵
「
十
六
羅
漢
像
刻
石
」
か
ら
の

録
文
で
あ
る。

杜
正
賢
主
編

「十
六
羅
漢
像
刻
石」

（「杭
州
孔
廟
』
西
冷
印
社
出
版
社
、

二
0
0
八
年
）
二
七
0
ー
ニ
八
六
頁
参
照
。

(24
)
章
嘉
国
師
の
出
生
に
関
し
て
は
、
胡
進
杉

「第
三
埜
京
嘉
呼
図
克
図
及
其
創
制
的
満
文
経

1
0五
ー

一
三
一
頁
参
照
。

血
几
新
字
」
（
「
中
国
蔵
学
」

一
九
九
六
年
第
一
期
）

(25
)
「御
製
文
集
」
初
集
、
巻
二
十
八、

「十
六
羅
漢
狩
」、
十

一
ー

十
二
頁
。
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(26
)
＋
七
、
十
八
粗
者
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
、
李
玉
眠

「神
通
妙
変
羅
漢
画
ー
羅
漢
画

特
展
介
紹
之
こ

（「故
宮
文
物
月
刊
」
第
八
巻
第
七
期
、

一
九
九

0
年
）
四
ー
十
九
頁

に
詳
し
い
。

(27
)
何
芳
「
乾
隆
朝
消
宮
十
八
羅
漠
唐
未
名
相
解
」

（「
故
宮
博
物
院
院
刊
」
二

0
0
三
年
第
四
期
）

四
十
五
ー
五
十
八
頁
参
照
。
こ
の
論
考
で
は
、

丁
観
鵬
筆

「
十
六
応
真
像
」
の
図
版
と

原
画
の
款
の
妙
録
に
つ
い
て
扱
う
だ
け
で
な
く
、
乾
隆
時
期
の
十
八
羅
漢
タ
ン
カ
の
名
称

と
固
像
に
お
け
る
定
型
化
す
る
過
程
に

つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
は
本
稿
と
テ
ー
マ

選
択
の
上
で
類
似
す
る
。

(28
)
「欽
定
同
文
韻
統
j

「御
製
同
文
韻
統
序
」

(29
)
羅
文
華
「「
渦
文
大
蔵
経
」
蔵
伝
仏
教
絵
画
ー
兼
及
尊
神
明
号
中
的
渦
文
阿
礼
吸
礼
字
」

（「
故

宮
博
物
院
刊
」
二

0
0
三
年
第
三
期
）
三
十
五
ー

三
十
六
頁
、
同

「乾
隆
時
期
涵
文
阿

礼
暖
礼
字
研
究
ー
従
「
同
文
韻
統
j

、
「大
蔵
全
ntl

几j

到
滴
文

「大
蔵
経
j

」(「
燕
京
学
報

一
五
七
—

一
八
一
頁。

ま
た
乾
隆
帝
自
身
が
こ
の
種
の

一
頁
。

輯
刊
」
二

0
0
四
年
第
十
四
期
）

対
音
字
を

「阿
哩
喝
哩
字
」
と
称
し
て
い
る
た
め
、
本
文
で
も
そ
れ
に
従
う

（「
御
製
文
集
」



三
集
、
巻
十
五
、
「
西
番
古
画
十
八
応
真
賛
」
‘
+
-―
―頁）
。

(30)
胡
進
杉

「
第
一二
翡
章
嘉
呼
図
克
図
及
其
創
制
的
満
文
経
児
新
字
」（
「
中
国
蔵
学
j

一
九
九
六
年
第

一
期
）

1
0
五
ー
一

三
一
頁
参
照
。

(31)
李
玉
眠
氏
「
明
末
羅
漢
画
中
的
貰
休
伝
統
及
其
影
評
」
で
引
く
疱
志
民
氏
の
「
貫
休
」
関

連
資
料
に
よ
る
と
、
聖
囚
寺
本
原
本
は
現
在
浙
江
省
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
と
い
う
が
、

未
だ
関
連
の
報
告
書
或
い
は
固
版
な
ど
の
資
料
が
発
表
さ
れ
た
様
子
は
な
い
の
で
、
こ
の

こ
と
に
関
し
て
は
更
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
（
「故
宮
学
術
季
刊
j

第
二
十
二
巻
第

一
期、

二
0
0
四
年
、

二

―二
頁
参
照
）
。
そ
の
た
め
本
文
で
は
原
本
の
所
在
は
明
ら
か
で
な
い

と
し
て
お
く
。

(32)
「秘
殿
珠
林
続
編
」
、
乾
消
宮
、
「

T
観
鵬
盟
佛
及
羅
漢
像
十
七
軸
」
、

が
記
さ
れ
た
乾
隆
戊
寅
は
即
ち
二
十
――
一
年
(
-
七
五
八
）
で
あ
る
。

一
九
五
頁
。
題
識

(33)
北
京
翰
海
拍
売
社
が、

二
0
0
五
年
秋
に
競
売
に
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
h
ttp
://
w
ww
.

h
a
n
h
a
i
.
n
e
t
/
p
m
w
p
n
e
w
.
p
h
p
?
p
p
c
d
 11 
art34670879~\§ 

照
（
締
竿
宗
時
は
期

~
i
二
0
1
―
―年
‘

十

一
月
四

B
)。

(34)
劉
春
雲

「十
六
応
真
掛
屏
」
（「文
物
春
秋
j

一
九
九
八
年
第
四
期
）
八
十
ニ
ー
八
十
五
頁。

(35)
朱
啓
鈴
「
消
刻
絲
模
唐
貰
休
十
六
羅
漢
像
」
（
「消
内
府
蔵
刻
絲
書
画
録
」
巻
二
、
出
版
社

不
詳
、

一
九――

10
年）。

(36)
題
記
は
拓
本
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
杜
正
賢
主
編

「十
六
羅
漢
像
刻
石
」
（
「杭
州
孔
廟
」

西
冷
印
社
出
版
社
、

二
0
0
八
年
）

二
八
六
頁
参
照
。

(
3
7)「欽
定
日
下
1
8聞
考
j
巻
二
十
八
、
「国
朝
宮
苑
」
、十
一—

十
二
頁
。

(38)
「皇
朝
通
志
」
巻

―
二
0
、
「
金
石
略
」
六
‘

J
O
五
二
頁
。

(39)
「皇
朝
通
志
j

巻

―
二
0
、
「金
石
略
」
六
‘

1
0
五
三
頁
。

(40)
香
港
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
社
が
一
―0
0
五
年
秋
に
競
売
に
か
け
た
作
品
で
あ
る
。

h
t
t
p
://

p

m
.f
i
n
d
a
r
t
.c
o
m
.
c
n
/
1
3
6
3
9
1
9
 ,
 
p
m

.
ht
m
l
.
$
昭
~
（蛉g字
示
旺
四
匹
~

i
―
I
O

I
―
ニ
ヰ＇
T

-
日
リ
叩
]

日）。

(4
1)
羅
文
華

「硬
木
嵌
玉
十
六
羅
漢
像
屏
」
（「願
養
謝
塵
暗
—

乾
隆
皇
帝
的
秘
密
花
園
」
展
図

録
、
康
楽
及
文
化
事
務
署
）
ニ
―
六
ー

ニ
ニ
四
頁
。

(42)
張
麗
端

「従
「
玉
厄
」
論
乾
隆
中
晩
期
盛
行
的
玉
器
類
型
和
帝
王
品
味
」（
「故
宮
学
術
季
刊
j

第
十
八
巻
第
二
期
）
七
十
三
頁。

(43
)
香
港
サ
ザ
ビ
ー
ズ
社
が
二

0
0
五
年
春
に
競
売
に
か
け
た
作
品
で
あ
る
。
h
t
t
p
:
/
/
a
u
c
tio
n
.
 

a
r
t
x
u
n
.c
o
m
/
p
aim
a
i
 ,
 
1
4
6
 ,
 
7
2
7
5
8
0

.

s
h
t
ml~
\昭
~
（
玲5屯
示
吐
吋
即
~
[
―

IO
I
―
―
午
千
十
'

-
日
バ
叩I

日
）。

(44
)
 ht
t
p
:
/
/
w
w
w.d
o
u
b
a
n
.c
o
m
/
n
o
t
e
/
2
3
0
0
0
9
14
5
/
に
よ
る

（玲5
志
示
時
期
i
二
0
―
二
年
十

一

月
四
日
）。

(45) 
北
京
翰
海
社
が

―
1
0
0
六
年
秋
に
競
売
し
た
作
品
0

h
t
t
p
://
a
u
c
t
i
o
n
.a
r
t
xu
n
.c
o
m
/
 

p
a
i
m
a
i
 ,
 
2
8
3
 ,
 
1
4
1
2
6
0
4

.

s
h
t
ml
~
\昭
~
（吟5志
示
臨f昨
E
[
―
1
0
1
―
―午
千
十'
-
日
ハ
四
日
）

(46
)
 ht
tp
蓉
w
.m
a
g
.c
n
y
e
s
.c
o
m
/
C
o
n
t
e
n
t
/
2
0
1
1
1
1
1
0
/
9
D
0
3
9
3
7
7
8
6
A
4
4
B
7
B
B
4
44
FA
8
3
 

3
D
0
87
7
7
8
.s
h
t
m
l
に
よ
る

（検
索
時
期
i
二

0
―
二
年
十
一
月
四
日
）。

(47
)
 
h
t
t
p
:
//w
w
w.p
o
l
y
p
m
.c
o
m
.c
n
/
p
m
w
p
.p
h
p
 ?p
p
c
d
 11 a
r
t
5
0
1
2
4
1
8
7
0
6
参
照

（検
索
時
期
i

二
0
―
二
年
十
一
月
四
日
）

(48
)
「鑑
古
齋
墨
藪
」
「
御
製
羅
漢
賛
悶
」（
古
道
編
委
会

「娯
譜
梨
成
」
巻
二
、
三
秦
出
版
社
、

二
0
0
六
年
）
四
四
ニ
ー

四
四
四
頁
。

(49) 
h
ttp://p

m
.f
i
n
d
a
r
t
.e
o
m
.c
n
/
l
 
7
1
8
2
6
1
 ,
 
p

m
.h
t
m
l
参
照

（検
索
時
期
i
二
0
―
二
年
十

一

月
四
日
）
。

(50
)
 ht
t
p
釜
t
o
r
e
.s
h
o
p
p
i
n
g.y
a
h
o
o
.c
o
.
j
p
/
c
h
i
n
e
s
e
a
r
t
s
t
o
r
e
/c
 
0026

.htm

l
~~ 

昭
~
（給5な
示
詰t

期

ニ

―0
―
二
年
十

一
月
四
日
）。

(51)
李
玉
眠

「神
通
妙
変
羅
漢
画
ー
羅
漢
画
特
展
介
紹
之
二
」

（「
故
宮
文
物
月
刊
』
第
八
巻
第

八
期
、

一
九
九

0
年）

七
十
四
ー
九
十
＿―-頁
。
ま
た
註
l
文
献
に
お
い
て
も
言
及
有
り
。

(52)
「秘
殿
珠
林
続
編
j

巻
四
、
乾
清
宮
、
「
呉
彬
画
十
六
応
真
」
、
七
十
九
頁
。

(53)
「御
製
文
集
』――
―
集
、
巻
十
五
、
「
西
番
古
画
十
八
応
真
門
」
、
十
三
ー
十
四
頁
参
照
。
「御

製
文
集
」
三
集
に
は
乾
隆
丙
午
か
ら
乙
卯
、
即
ち
乾
隆
五
十

一
年
か
ら
六
十
年
の
間
の
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

「西
番
古
登
十
八
応
真
賛
」
が
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
乾
隆
五
十

一
年
以
後
の
も
の
と
す
る
。

(54
)
「秘
殿
珠
林
」
三
編、

「宋
李
公
鱗
画
十
八
羅
漢
」、
三
十
頁
。

(55)
註
53
に
同
じ
。

(56
)
乾
隆
重
刻
の
石
鼓
に
も
ま
た
各
種
の
基
底
材
に
よ
る
複
製
が
あ
る

（侯
恰
利

「型
主
明
君

-85-



的
形
塑
与
文
物
的
再
詮
釈
ー
論
乾
隆
重
刻
石
鼓
」

([
「故
宮
学
術
季
刊
」
第
二
十
七
巻
第

四
期
、

二
0
1
0
年
]
七
十
五
ー

ニ

―0
頁
）。

(
57
)
陳
捷
先

「略
論
乾
隆
朝
的
文
化
政
策
」

（
「乾
隆
皇
帝
的
文
化
大
業
」
展
図
録
、
国
立
故
宮

栂
物
院
、

二
0
0
四
年
）
ニ

ー
七
ー

ニ―

ー九
頁
。

(58
)
文
物
製
作
の
政
治
目
的
は
ま
た
石
鼓
重
刻
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る

（註

56
に
同
じ
）。

〈
付
記
〉

筆
者
は

一
九
九

0
年
か
ら

一
九
九
六
年
に
か
け
て
日
本
に
留
学
し
、
神
戸
大
学
の
百
橋
門
下

に
お
い
て
学
問
を
修
め
た
。
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
は
中
国
陶
磁
器
に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、

仏
教
美
術
に
つ
い
て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
思
え
ば
ち
ょ
う
ど
留
学
し
て
い
る
頃
に
阪
神
・

淡
路
大
旋
災
が
起
き
た
(
-
九
九
五
年
）
。
地
裟
勃
発
後
、
百
橋
先
生
は
自
ら
救
災
用
具
を
携
え

て
被
災
地
に
赴
き
、
各
地
を
探
し
同
っ
た
果
て
に
避
難
所
に
身
を
置
い
て
い
た
策
者
の
元
を
訪

ね
て
き
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
先
生
の
姿
は
今
で
も
瞼
に
や
き
つ
い
て
い
る
。
台

湾
に
帰
国
し
て
か
ら
は
、
国
立
故
宮
博
物
院
の
告
画
処
に
職
を
得
た
が
、
そ
れ
か
ら
ま
た
た
＜

間
に
十
七
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
度
、
恩
師
の
退
職
に
際
し
て
台
北
故
宮
所
蔵
品
を
中
心
と
し
て
、

「乾
隆
南
巡
と
聖
因
寺
貫
休
十
六
羅
漠
図
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
。
本
稿
の
内
容
は
仏
教
美

術
史
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
羅
漢
に
関
す
る
知
識
は
即
ち
恩
師
の
授
業
に
お
い
て
得
た
も
の

で
あ
り
、
目
下
の
職
務
に
こ
れ
は
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
因
縁
的
な
出
会
い

で
あ
り、

以て本稿を退職記念として恩師に献星する。

現識ー九 ー九 一九 陳

九九八
国九 三 四階
立年年年晋

故 -

博物宮： 神戸 神戸 輔仁 ち
大 大 大 ん

院学大学学 カ大文 、

杏麿 学 学学い

＾ 文化院 文学院 部卒業 どし
副学研

研究 研究

-員 科博究 科修士

士程課 修課程

修了
了
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図 2-1

芦~~I

'·L~i .. :-~-
清丁観鵬 「模貫休十六応真像」国立故宮博物院

第一—第四尊者（向かって左から右に）

芦
]

無
浬

3

以
は
い
な

~.L.. ニ』 『-靡璽喜 :~ 始。~! L -
図2-3 清丁観鵬「模貫休十六応真像」国立故宮博物院

第九—第十二尊者（向かって左から右に）

店
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翌
柘
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•
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罪
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誼
哨

図2-4 清丁観鵬「模貫休十六応真像」国立故宮博物院

第十三—第十六尊者（向かって左から右に）

-87-

巫よ

ゞ’亨. :i -~ 
清丁観鵬「十六応真像」の第十六尊者

北京故宮博物院蔵



図4「恭模御製唐貫休十六羅漢像賛」冊

や•

図 3 清丁観鵬

「模貫休十六応真像」乾陸題識

図 5「十六応真掛屏」
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図6 清「繍畢況書御製十六羅漢賛」冊 第二尊者
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図7 「十六羅漢像刻石」

第一—第八尊者杭州孔廟蔵

図8 「十六羅漢像刻石」

第十—第十六尊者杭州孔廟蔵
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図 10 聖因寺「十六羅漢石塔」（中華民国初撮影）

図 11-2 清丁鵬観「模休十六応真像」及び

「十六羅漢像刻石」第八、九、十四尊者
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図 9 「十六羅漢像刻石」第十六羅漢右下方題記

図 11-1 清丁観鵬「模貫休十六応真像」及び

「十六羅漢像刻石」第五、六、 七尊者



図 14 清 「碧玉填金御製詩句羅

漢図版」
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図 12 北海公園妙相亭塔

図 13 妙相亭塔羅漢拓本



図 15 「硬木嵌玉十六羅漢像屏」 北京故宮博物院蔵

図16 「硬木嵌玉十六羅漢像屏」 第十尊者題字、賛及び原画題記
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図 18 清「玉羅漢擢件」

・"(1_,,, 
図 20 「第十六羅漢山子」及び

「十六羅漢像刻石」第十六尊者拓本

図21 「清乾隆膏金石羅漢山子」

国立故宮博物院蔵

図 17 清「玉羅漢山子」国立故宮博物院蔵及び

「十六羅漢像刻石」第十一尊者拓本

図 19 「清乾隆白玉御題詩羅漢第五尊者山子」及び

「十六羅漢像刻石」第五尊者拓本
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図22 「青金石彫第十一羅漢」

北京故宮博物院蔵



図23 「清乾隆黒白玉御製羅漢賛挿屏」

図24 「青白玉羅漢立屏」（部分）

図25 「清乾隆十六応真墨」 国立故宮博物院蔵
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図27 「清乾隆十六応真墨」

第十六尊者墨型 図 26 「清乾隆十六応真墨」第十六尊者

図28 「十六羅漢図墨」

図29「御製羅漢賛墨」
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図30 『鑑古齋墨藪』中の「御製羅漢賛墨」
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図32「十六羅漢鼓型墨」

図33「十六羅漢鼓型墨」底部

図34-1 明呉彬「羅漢像」国立故宮博物院蔵

第一—第四尊者（向かって左から右に）
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図31「十六羅漢墨」



図 34-2 明呉彬「羅漢像」国立故宮博物院蔵 第五 —第八尊者（向かって左から右に）
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図 34-3 明呉彬「羅漢像」国立故宮博物院蔵 第九 — 第十二尊者（向かって左から右に）
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図 34-4 明呉彬「羅漢像」国立故宮博物院蔵 第十三 — 第十六尊者（向かって左から右に）
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図36 明呉彬「羅漢像」（部分）

第十二尊者表装の「阿哩喝哩字」羅

漢題字「畢那榜拉祓唸（上下合）

剌綴雑尊者」

図35 明呉彬「羅漢像」（部分） 第十六尊者表装上に記される乾隆が

定めるところの「阿哩喝哩字」羅漢題字と識語
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事跡

時期

乾隆南巡 乾隆考訂羅漢

乾隆十五年 肇邦達が「西湖図」巻を描き、 『欽定同文韻統』編纂完了

（庚午、 1750) 乾隆帝がそこに題識を入れる。

乾隆十六年 第一次南巡、三月 一日から十 B 聖因寺住持釈明中、寺に所蔵される貰休箪
（辛未、 1751) まで西湖の聖因行宮に留まる。 十六羅漢像（聖因寺本）を携えて都に来て、

聖母皇太后の還暦祝いに献上することを望

む。しかし乾隆はこれを寺に持って帰るよ

う命じる。

乾隆二十一年 乾隆帝と章嘉国師が羅漢の数及び配列順、

（丙子、 1756) 名称について考訂し、 十六という数、配

列順を訂正し、また梵音を蔵音 （チベット

音）に対照させた後、それらと音の合う漢

字（「阿哩喝哩字J) を用いて羅漢の名称を

定める。またT観鵬に命じて新訂の羅漢題

字に依って「十六応真像」全十六幅を描か

せ、その画上に乾隆帝の羅漢賛を入れる。

乾隆＝十二年 第二次南巡。この年の二月二十八 乾隆帝は再び聖因寺本を見て、ここに新た

(T丑、 1757) 日から三月五日まで聖因寺行宮 に定めた配列番号、名称及び題賛を書き入

に留ま る。 れる。

六月二十日、聖囚寺本を聖因寺に返す。

乾隆二十三年 聖因寺本を底本とし て、「丁観鵬模貰休

（戊寅、1758) 十六応真像」を製作し、乾隆帝がここに賛

並びに題識を入れる。

乾隆二十七年 第三次南巡。この年の二月九8 乾隆二十七年「御題羅漢像賛」、また「御

（壬午、 1762) から二月十五日まで、聖因寺行 題貰休羅漢像賛」碑あり 。

宮に留まる。

乾隆二十八年 「唐貰休十八羅漢」識文中において十八羅

（癸未、 1763) 漢の説を受け入れる。

乾隆二十九年 聖因寺住持僧明水が 「貰休十六応真」を石

（甲申、 1764) 上に模刻し、また石塔を建てる。

乾隆竺十年 第四次南巡。この年の二月二十八

（乙酉、 1765) 日から三月五日に聖因寺行宮に

留まる。
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乾隆三十五年 万仏楼妙相亭石塔を建て、十六羅漢像を刻

（庚寅、 1770) む。

乾隆四十二年 山東巡府の富察国泰が「硬木嵌玉十六羅漢

（丁酉、 1777) 像屏」を献上する。

乾隆四十五年 第五次南巡。この年の三月六日

（庚子、 1780) から三月十日まで聖因寺行宮に

留まる。

乾隆四十九年 第六次南巡。この年の三月十八

（甲辰、 1784) 日から四月 二十四日に聖囚寺行

宮に留まる。

乾隆五十一年 乾隆帝は「荘豫徳模貫休捕慮榜十八応真」

（丙午、 1786) 冊に題賛を入れ、啜沙雅巴達痢瑶降龍尊者

を第十七羅漢、納納苔密答苔剛伏虎葬者を

第十八羅漢とする。

乾隆五十一年 「西番古画十八応真賛」識文中において、

以後 調伏虎羅漢、降龍羅漢の順にしていあった

ものを、降龍、調伏虎の順にし、十七羅漢

は納納苔密答苔剛降龍尊者、即ち弥勒、第

十八羅漢は暖沙臆巴逹廟瑶伏虎尊者、即ち

達摩とする。また若干の 「阿哩喝哩字」羅

漢名を修正する。

乾隆六十年 「呉彬画羅漢」の葉詰が書 した乾隆題にお

（乙卯、 1795) いて、当作品の羅漢の配列順と名称は乾隆

五十一年以後に改定されたものであると言

及する。

表一
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